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Ⅰ 総説 

１ 市のごみ事業における現状 

 ○ ごみの排出方法 

  昭和４６年１１月１日の市制施行当時、ビニール製のごみ袋は、焼却炉を傷めるとの理由から使用を禁

止しており、有料の紙袋で排出していました。 

  現在は、令和元年９月３０日からのごみの一部有料化開始に伴い『燃やせるごみ』と『燃やせないごみ』

の２品目を指定収集袋、剪定枝や紙類などの一部の品目を除き、その他の品目は透明・半透明のごみ袋で

排出しています。 

 

 ○ ごみ集積所の維持管理 

  ごみ集積所については、利用者の自主管理としています。一部の集積所においては、維持管理が十分に

なされていないことにより、市による収集等が困難な状況が発生した事例があります。 

  そこで、令和４年３月に収集困難を解消する必要がある集積所に対し、改善等の必要な措置を講じるよ

う申し入れをする等の適正かつ効率的な収集を実現しようとする規則を作成しました。 

 

 ○ 燃やせるごみの収集体制 

  令和元年９月３０日からの家庭系ごみの一部有料化と共に、燃やせるごみの収集を集積所収集から戸

別収集に変更し、２地区に分けていた燃やせるごみの収集を３地区に分けて収集を行うこととしました。 

また、直営で行っていた燃やせるごみの収集を一部民間委託しました。  

         

 ○ 焼却施設 

  海老名市、座間市、綾瀬市の三市のごみを焼却処理してきた高座清掃施設組合は、昭和４２年の稼働か

ら延命化も図りながら５０年以上に渡ってごみの受け入れを行ってきましたが、老朽化を理由に同じ場所

で施設更新を行い、平成３１年４月から新施設(高座クリーンセンター)として稼働を開始しました。 

         

 ○ 資源物の分別収集         

  平成３年４月から開始した資源物分別収集は、その品目数を徐々に増やしていき、現在では１８品目の

資源品目数となっています。 

  さらに、分別収集した資源物の中間処理施設である資源化センターは、施設の老朽化及び処理能力不足

を理由に、令和元年１１月に新たな施設へ改修し、その役割を担っています。 

         

 ○ 粗大ごみ         

  粗大ごみは、昭和５６年６月１日の戸別収集開始に始まり、昭和６２年４月１日には美化センターで持

込受付も行うようになりました。平成２９年１０月に粗大ごみ基準の見直しを行い、従来の１ｍ以上から

５０㎝以上としました。       

  現在では、戸別収集予約受付及び持込受付、再生家具販売によるリサイクルを第二高齢者生きがい会

館で行っています。また、再生できない家具などは、一部を分解して資源化を図っています。 

        

 ○ し尿、汚水、浄化槽汚泥         

  し尿と汚水の収集運搬は、直営で収集しています。      

  浄化槽汚泥の収集運搬は、許可を与えた民間事業者が行っています。 

 

 

 

 

 

  



２ 海老名市の人口と世帯 

         

年度 人口 対前年度比(%) 世帯数 一世帯当たりの人口 

Ｒ２ 136,516 102.10% 58,735 2.31 

Ｒ３ 137,303 100.58% 59,310 2.32 

Ｒ４ 139,387 101.52% 60,879 2.29 

Ｒ５ 140,170 100.56% 61,911 2.26 

Ｒ６ 141,276 100.79% 63,043 2.24 

※人口及び世帯数は１０月１日時点 
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３ 事業の沿革 

年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

昭和３０年 ・町民が防空壕をごみ捨て場として利用し、問題となる。焼き捨てる

か、穴を掘って埋めるよう声が上がった。 

  ・海老名町と有馬村が合併 (７/２０) 

昭和３３年 ・他町で学童を通じて公衆衛生活動を積極的に展開していることを知

り、当町でも環境衛生運動を開始することが望まれるようになる。 

    

昭和３７年     ・高座広域都市行政協議会(海老名町、座間町、綾瀬

町、寒川町)を設立 

昭和３８年 ・塵芥車１台を購入 

・高座三町清掃処理組合設立(一部事務組合) 

・収集区域を定め２人の業者に許可を

与え収集を開始 

・し尿捨場を民間から借り上げ処分始

まる。(上今泉、本郷、上郷) 

・海老名町清掃条例を制定 

・海老名町美化運動実施本部を結成 

昭和３９年 ・ごみ収集の申込制開始(保健衛生課) 

・ごみ捨て場として民地を借上げ、処分始まる。(国分、上今泉) 

・し尿処理施設の建設が始まる。 ・高座三町清掃処理場が海老名町本郷に決定 

昭和４０年 ・ごみ収集の区域日程を決めての収集開始 

・週２回ポリバケツ容器で収集 

・業者申し込み制を役場申込制に変更

する。 

  

昭和４１年    ・定額制のみ２ヶ月分ずつ町で 

徴収開始 

・し尿処理施設完成 

・許可業者へ金銭補償で転廃、浄化槽

業務許可の転廃 

・新庁舎落成 (１１/５) 

国分１５５番地 

・海老名市美化運動実施本部規定を制定(９/１) 

昭和４２年 ・ごみ焼却炉が完成 (４/２５) 

・ごみ申込制からごみ停留所制に変更 

・可燃物と不燃物を別の日に収集する方法に変更 

・民間から借上げたごみ捨て場を返還 

・民間から借上げたし尿捨て場を 

返還する。 

・高座三町処理組合で汲み取り 

業務開始 

  

昭和４４年   ・生し尿汲み取り業務のみ三町直営で 

収集開始する。 (１０/１) 

・清掃課を新設 (１０/１) 

昭和４５年 ・ポリ容器収集を廃止し紙袋収集に変更する。(１０/１) 紙袋は、

町内のたばこ屋で販売 

・ビニール製のごみ袋は、高熱を発し炉を破損するため使用を禁止す

る。 (１２/１) 

・高座三町清掃処理組合内に、し尿部

門の出張所を本庁に統合する。 

(５/１) 

・汚水汲み取り業務開始。１台当たり

(１,８００ℓ)１,０００円 

・し尿中継基地１０tタンク３基 

設置(１０/１)柏ケ谷３２１番地 

・神奈川県が産業廃棄物実態調査を実施 

昭和４６年 ・第２次ごみ焼却炉が完成する。 (７/３０)(２００ｔ炉/日機械炉) ・一般家庭し尿浄化槽の清掃料金を町

で１回につき、３００円から５００

円に改正する。 (４/１)   

・市制施行日 (１１/１) 

人口 ４８,５９４人 

昭和４７年 ・動物死体処理料金１匹２００円から３００円に改める。 (４/１) ・し尿手数料 (３/３１)

定額：５０円/人 

(追加汲み取り２００円) 

従量：５０円/３６ℓ 

・汚水１,０００円／１,０００ℓ 

・生し尿汲み取り料金を２回廻り以上

１回につき１００円から２００円に

改正する。 (４/１) 

・海老名市清掃条例を廃棄物の処理及び清掃に関する条

例を全面改正 

昭和４８年 ・ごみ持ち帰り運動の推進 (１１/１)   ・新宅地開発指要綱により、清掃施設整備の義務付け。

(１/１) 

昭和４９年 ・粗大ごみ処理施設完成する。 (３/３０) 
 

  ・環境衛生課に名称変更 (１１/１) 

昭和５０年 ・ごみ袋アンケート調査 

１６,０００世帯の内５３％の世帯が良質のごみ袋を希望 

・良質のごみ袋販売開始 

・し尿中継基地を設置 

(２０t、２基) (１０/１) 

 柏ケ谷５８１番地の１ 

 柏ケ谷５８２番地の２ 

・本郷老人福祉センター(本郷荘)が完成 

 (７/２１) 



年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

昭和５１年 ・ごみの減量運動を推進 (１/４) 

・廃びん(酒店)の資源再利用を図る。 (９/１) 

・し尿条例改正 (３/１１) 

  [し尿手数料] 

  定額：世帯割 １００円/世帯 

     人頭割 １００円/人 

   (追加汲み取り２００円/回) 

  従量：１２０円/３６ℓ  

・し尿中継基地を設置 

(２０t、１基) (２/２５) 

 柏ケ谷３２１番地 

・美化衛生課に名称変更 (１１/１) 

昭和５２年 ・第３次ごみ焼却炉が完成する。 (１０/２５) 

(１２０ｔ／日 流動床炉) 

    

昭和５３年 ・ごみに関するアンケート調査を実施 

  (回答率 ８０.２６％) 

  プロジェクトによるごみの分析を実施 

・美化運動推進協議会を設立 

・毎月第三日曜日を美化デーに制定 

・下水道の普及によりし尿汲み取り世

帯が減少したため、１０地区収集編

成を９地区に変更 

  

昭和５４年 ・廃棄物の減量化再利用運動実施要綱を制定 (４/１) 

・ごみ集積所設置基準(含構造基準)を制定 (６/１) 

・海老名市廃棄物の減量化再利用運動推進協議会が発足 

 (１０/１１) 

・粗大ごみ・不用品再利用業務を試験的に実施 (１１/１) 

・清掃手数料の口座振替制の業務を開

始 (４/１) 

・下水道の普及によりし尿汲み取り世

帯が減少したため、９地区収集編成

を８地区に変更 

・高座清掃施設組合処理場からの余熱を利用して、近隣

農家にハウス栽培用として温水を供給する。 

・美化センターが開所(ごみ、し尿部門、美化係が移転) 

(１０/１) 

昭和５５年 ・美化センターの展示室を拠点に不用品再利用(交換)業務を開始 

(４/１) 

・集団廃品回収実施のＰＲ 

・し尿中継基地を廃止 (３/３１) 

  柏ケ谷５８１番地の１ 

  柏ケ谷５８２番地の２ 

  

昭和５６年 ・粗大ごみの戸別有料収集業務の開始 (６/１) ・下水道の普及によりし尿汲み取り世

帯が減少、８地区収集編成を７地区

に変更 

  

昭和５７年     ・産業廃棄物業者を対象に研修会を実施 (１/３１) 

昭和５８年 ・集団資源回収実施奨励金制度の発足 (７/１) ・下水道の普及によりし尿汲み取り世

帯が減少、７地区収集編成を６地区

に変更 

・旧市役所敷地(旧塵芥・し尿収集車庫内)に汚水処理施

設を設置 

昭和５９年 ・第４次ごみ焼却炉完成 

 (３/３１)(１５０ｔ／日 流動床炉 自家発電式) 

・使用済み乾電池の分別収集を開始 (７/１) 

  ・し尿浄化槽実態調査を広域的に三市で実施 

昭和６０年 ・動物死体処理委託業務を開始 (６/１)

・厚生省諮問機関の生活環境審議会より使用済み乾電池対策に係る 

検討結果が発表される。 (７/１８) 

・し尿中継基地を廃止 (９/３０)

  柏ケ谷３２１番地 

・災害対策用し尿貯留施設を設置 

(第１本郷最終処分場内) 

  

昭和６１年 ・固定バッチ炉 ８０ｔ／８ｈ専焼炉が完成 (３/１０) 

・粗大ごみの美化センター自己搬入分の無料化の試行を実施  

(４/１) 

・可燃ごみ収集の週３回収集を試行 (夏季期間６月～８月) (６/２) 

・下水道の普及によりし尿汲み取り世

帯が減少、６地区収集編成を５地区

に変更 

・海老名市開発指導要綱が施行される。 (８/１) 

・美化センター内に汚水処理施設を設置 

昭和６２年 ・可燃ごみの週３回収集を開始 (４/１) 

・粗大ごみの美化センター自己搬入分の無料化を実施 (４/１) 

・不燃物収集に兼用車を導入 (４/１) 

    

昭和６３年 ・集団資源回収実施奨励金要綱の改正 (４/１) ・美化センター内汚水処理施設の排水

を公共下水道へ放流開始 (６/１) 

・旧市役所敷地内汚水処理施設を廃止 

平成元年     ・市役所本庁舎移転 

勝瀬１７５番地の１ 
 

平成２年 ・ごみ集積所設置基準及び構造基準の一部改正 (１２/１) 

 

 
 

    



年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

平成３年 ・資源分別回収事業補助事業開始 (４/１) 

「缶と紙と布の日」と「びんの日」を各月１回設け、 

 海老名市資源協同組合へ委託し、資源を回収する。 

  ・海老名市資源分別回収奨励金制度開始 

(１世帯当たり ３００円) 

・再生資源利用の促進に関する法律(リサイクル法)が 

公布(４/２６)、施行(１０/２５)される。 
 

平成４年 ・ごみ焼却炉が完成 (３/１０) 

(２００ｔ／日 流動床炉・自家発電方式) 

・資源回収日を月４回に増やし、回収品目を「缶とびんの日」、 

「紙と布の日」に変更する。これに伴い「燃えないごみの日」の収

集日も変更する。 
 

  ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正法が施行さ

れる。 (７/４) 
 

平成５年 ・生ごみ処理容器設置費補助事業実施 (６/１)   ・海老名市廃棄物の処理及び清掃に関する条例と同規則

を全廃し、海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処

理に関する条例及び同規則を公布し、同日施行する。 

(３/２６) 

・ごみ焼却炉廃熱利用の高座施設組合温水プール供用開

始 (６/１) 
 

平成６年 ・牛乳パックの分別収集開始 (４月)   ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の３第１項

の規定に基づき適正処理困難物の指定がされる。 

・資源対策課に名称を変更 (４/１) 

・廃棄物対策推進協議会設立 (４月) 
 

平成７年     ・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関す

る法律が可決成立する。 (６/９) 

・一般廃棄物処理基本計画を策定 
 

平成８年   ・下水道の普及により、し尿  汲み取

り世帯が減少したため、５地区収集

編成を４地区に変更 

  

平成９年 ・ごみ袋の透明・半透明袋の導入 (４/１) 

・生ごみ処理容器(ＥＭ容器)設置費補助事業実施 

 
 

    

平成１０年 ・容器包装リサイクル法の施行により、ペットボトルの分別回収を 

開始。これに伴い、８地区編成収集を４地区編成収集に変更 

  ・容器包装リサイクル法施行 (４/１) 

・海老名市資源分別回収奨励金額の改定 

(世帯当り ２００円) 

・高座清掃施設組合焼却炉ダイオキシン類恒久対策工事

施工(最終処分場を含む) 

・高座清掃施設組合処理費(可燃ごみ)の変更 

(１５円/㎏から１８円/㎏ ４/１) 

 

 
 

平成１１年 ・生ごみ処理器(電動式)設置費補助事業開始(１０８基) ・下水道の普及により、し尿汲み取り

世帯が減少したため、４地区収集編

成を３地区に変更 (４/１) 

・海老名市資源分別回収奨励金額の改定 

(世帯当り １００円) 

・美化推進重点地区として海老名駅周辺を指定 

(７/１５) 

・海老名市まちの美化に関する条例が施行 

(ポイ捨て禁止条例 １０/１) 

・高座清掃施設組合焼却炉ダイオキシン類恒久対策工事

完了(最終処分場を含む。) 

 

 
 

平成１２年 ・美化センター美化係廃止 (４/１) 

・ミックスペーパーの分別収集開始 (７月) 

 専用の紙袋を全戸配布 (９月) 

・天然ガス車の導入 (２月) 

 
 

  ・出前講座開始 (７月) 



年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

平成１３年 ・粗大ごみ手数料料金改定(収集５００円より７００円、持込無料 

より３００円に改定) (４月) 

・動物死体処理手数料を改定 

 (２,０００円から３,０００円に改定) (４月) 

・容器包装プラスチック・食品トレーおよび使用済み食用油の 

分別収集開始(月２回収集) (１０月)  

  ・海老名市資源分別回収奨励金制度の廃止 

・海老名市資源化センター(６月)、 

海老名市リサイクルプラザ(１０月)が稼動 

・海老名市役所がＩＳＯ１４００１を取得 (１０月) 

・家電リサイクル法施行 (H１３/４/１施行) 

・一般廃棄物処理基本計画を改定 (３月) 

・事業系一般廃棄物処理手数料のうち、 

収集運搬費を改正（１３円→１７円 ４/１） 

平成１４年 ・容器包装プラスチック・食品トレーおよび使用済み食用油の収集を

毎月第１～４週に実施 (４月) 

・ふれあい収集を開始 (１０月) 

・容器包装プラスチック・食品トレーおよび使用済み 

 食用油の収集を毎週実施 (１月) 

・下水道の普及により、し尿 汲み取

り世帯が減少したため、３地区収集

編成を２地区に変更 (４/１) 

・美化推進重点地区として海老名駅周辺の延長指定、 

また、さがみ野駅周辺を指定 (１/１５) 

・海老名市集団資源回収実施奨励金等の交付 

 に関する要綱制定。回収数補助から１㎏５.３円 

(４月) 

・廃びんを「えびんタイル・えびんブロック」にリサイ

クル化する取組みを開始 (７月) 

・高座清掃施設組合処理費(可燃ごみ)の変更 

(１８円/㎏から２１円/㎏ １０/１) 

 

 
 

平成１５年 ・ 粗大ごみ手数料徴収の変更 

  納付方式からシール化に変更 (１０月) 

・ 生ごみ処理機設置費補助金交付額等の改定 

  補助限度額３万円を４万円に改定 (４月) 

  市内に事業所を有する者へ補助金交付 (４月) 

  ・美化推進重点地区として、新たに、かしわ台駅周辺を

指定 (１/１５) 

・市庁舎ゼロエミッションの取組みを開始 (４月) 

・パソコンリサイクル法施行 (１０/１施行) 

・美化推進重点地区として、新たに、厚木駅周辺を指定

(１２/１) 

・多量排出事業量の改定(毎月１０ｔ→５ｔ) 

・資源物抜き取り防止対策自治会をモデル 

 地区として指定し、協定書を締結 

 河原口、上郷、サンパルク６５０ 

 海老名みずほハイツの４自治会 
 

平成１６年 ・ 東柏ケ谷地区にて新収集方法を試行 (２/１) 

 ＊「紙・布・ペットボトル」月２回を「紙・布」 

   週１回、「ペットボトル」週１回に変更 

 ＊「可燃ごみ」週３回を週２回に変更 

 ＊「可燃ごみ」から「容器包装プラスチック以外のプラスチック」 

を分離し、「不燃ごみ」第一、三、五火曜を 

  「不燃ごみ・容器包装プラスチック以外のプラスチック」 

   第一、三、五火曜に変更 

 ＊「不燃ごみ」から「蛍光管・電球」と「乾電池」を 分離し、 

「缶類・金物類・びん類」第二、四木曜を「缶類・金物類・ 

びん類・蛍光管、電球・乾電池」第二、四木曜に変更 

 ＊  祝日の「収集休み」を「収集実施」に変更 

 
 

  ・動物死体処理手数料の廃止  (４/１改定) 

・家電リサイクル法の「電気冷蔵庫」が 

「電気冷蔵庫及び電気冷凍庫」へ改正 (４/１) 

・資源物抜き取り防止対策 

 さつき町、下今泉、中新田、 

 浜田町４自治会をモデル地区として追加指定し、 

協定書を締結 

・焼却灰の一部をエコセメント(道路舗装として使用) 

として処理を開始 

  

  

平成１７年 ・市全域にて新収集方法を実施 (１０/１) 

 ＊「紙・布」「ペットボトル」「缶・びん・不燃・蛍光管・電球・

乾電池・その他プラスチック・燃やせないごみ」 

「容器包装プラスチック・使用済み食用油」に分類し、週１回収 

集に変更 

 ＊「燃やせるごみ・生ごみ」を週２回収集に変更 

 ＊ 年末・年始を除く祝日の収集を実施 

 

 
 

  ・電子申請による粗大ごみ受付を開始 (７/１) 

・その他プラスチックを固形燃料(ＲＰＦ)として 

 処理を開始 

・電子レンジ等を粗大ごみから燃やせない 

 ごみに取り扱い変更 (１０月) 

・海老名市災害廃棄物等処理マニュアル策定 (８月) 



年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

平成１８年 ・美化センター持ち込み粗大ごみの委託 (４/１) ・下水道の普及により、し尿汲み取り

世帯が減少、２地区収集編成を１地

区に変更 (４/１) 

・多量排出事業量の改定 

(毎月５ｔ→１ｔ、年６０ｔ→１２ｔ) 

・資源物抜き取り防止対策 

上今泉、今里２自治体をモデル地区として追加指定 

し、協定書を締結 

・改正容器包装リサイクル法が施行(４月) 

・海老名市集団資源回収実施奨励金等の交付に関する要

綱を改定奨励金を１㎏５.３円から３円に変更(４月) 

・きれいなまちづくり事業奨励金等の交付に関する要綱

施行 (４/１) 

・再生家具(抽選後)の展示即売を開始 (１１月) 

・美化センター不用品交換制度を廃止し、 

リサイクルプラザの不用品交換制度と統合 (７月) 

・県央地区不法投棄防止キャンペーンを実施 (１１月) 

県立相模三川公園・周辺地区 

・海老名市美化運動実施本部規定を廃止 (１２月) 

平成１９年 ・第１回農地クリーンキャンペーン(上郷地区)を開催 (１１月)   ・海老名市集団資源回収実施奨励金等の交付に関する 

要綱を改定 

奨励金１㎏３円から１.５円に変更 (４月) 

・資源物抜き取り防止対策 

 東柏ケ谷六丁目をモデル地区として追加指定し、 

協定書を締結 (４月) 

・一般廃棄物処理基本計画を改定 (３月) 

・大和高座ブロックごみ処理広域化実施計画 

 を制定 (３月) 

平成２０年 ・ペットボトルの種類が増える (ノンドレッシング等) (４月) 

・容リ法改正(１０条の２)資金拠出制度新設 (４月) 

  ・資源物抜き取り防止対策で中央三丁目をモデル地区と

して追加指定し、協定書を締結 (３月) 

・機構改革により市民環境部から経済環境部 

 へ名称変更、管理担当が美化センターへ移動 

・資源回収実施奨励金制度を廃止 

 きれいなまちづくり事業へ全面移行 (４月) 

・農地クリーンキャンペーンを農政課へ事務移管 

(第２回 社家地区 １１/２０) 

・高座清掃施設組合の１５０ｔ炉、２００ｔ炉に 

 排ガス触媒反応塔設置 (３月) 

平成２１年 ・粗大ごみ収集の委託 (１０月) 

・家電リサイクル法の取扱品目が増える。 

 (液晶テレビ、プラズマテレビ、衣類乾燥機) 

  ・リサイクルプラザが指定管理者 (４月) 

・大型生ごみ処理機モデル事業 

・管理担当が本庁に移動 

平成２２年 ・ペットボトル一部独自処理開始 (５月) 

・第６期分別収集計画策定 

・要綱改正 

(生ごみ処理機補助金交付額の引き上げ、H２３/４/１施行) 

  ・条例改正(資源物持去禁止規定追加、１２月改正・ 

H２３/４/１施行)これに伴い資源物抜き取り防止協定

を終了 

・廃棄物対策推進協議会解散 

・条例改正 

(事業系一般廃棄物手数料改定６月改正・７/１施行) 

※高座清掃施設組合の条例改正に伴う改正 

(２１円/㎏から２５円/㎏) 

平成２３年 ・家庭系可燃ごみ戸別収集実験事業開始(国分寺台４・５丁目、４月) 

・ペットボトル収集の委託 (４月) 

  ・海老名市特定家庭用機器収集運搬業者登録 要綱の廃

止 (２月) 

平成２４年 ・家庭系可燃ごみ戸別収集実験事業開始(東柏ケ谷二丁目、６月) 

・粗大ごみ収集予約先変更 (１０月) 

 美化センター(２３１-３３６６) 

⇒リサイクルプラザ(２３７-３１９６) 
 

・規則改正従量・汚水の請求を 

２ヶ月に一度 

・リサイクルプラザ事業をサポートセンター １Fに一

部移転 (H２４/６～H２５/２) 

・リサイクルプラザ指定管理者更新 (４月) 

・一般廃棄物処理基本計画を改訂 (３月) 
 



年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

平成２５年 ・家庭系可燃ごみ戸別収集実験事業終了(国分寺台４・５丁目)   ・資源化センター大規模改修コンサル契約 (１１月) 

・資源化センター大規模改修に伴う国庫補助申請 

 

 

 
 

平成２６年 ・剪定枝資源化モデル事業実施(上郷、６月～１１月) 

・要綱改正 

(非電動式生ごみ処理機補助金交付額の引き上げ、７/１施行) 

・条例改正(生活保護の手数料の減免

規定廃止、１２月改正、 

H２７/４/１施行) 

・高座清掃施設組合し尿処理施設更新 (４月) 

・資源物持去り防止パトロール開始 (４月) 

・海老名駅東口に喫煙所２か所設置(JT寄贈、４月) 

 

 

 
 

平成２７年 ・家庭系可燃ごみ戸別収集実験事業終了(東柏ケ谷二丁目、５月)   ・美化推進重点地区として、新たに扇町を設定(１０月) 

・海老名駅西口に喫煙所設置(JT寄贈、１１月) 

 

 

 
 

平成２８年 ・ミックスペーパーの品目拡大 (１２月) 

 シュレッダー紙、感熱紙などを品目として追加 

・粗大ごみとして排出された木製家具類及び布団類 

 のＲＰＦ化の試行 (１２月) 

 

 
 

    

平成２９年 ・粗大ごみとして排出された木製家具類及び布団類のＲＰＦ化本格実 

施 (４月) 

・環境審議会へ有料化・戸別収集を含めたごみ減量化策(家庭系・ 

事業系)を諮問し、家庭系ごみ・事業系ごみの専門部会を設置  

(５月) 

・家庭系ごみ減量化策の中間答申 (９月) 

・家庭系ごみ減量化策の中間答申内容に対するパブリックコメント

(１２/２～２８)、自治会説明会(１２/１６～３/２９)実施 

・粗大ごみ基準改定 (１２月) 

 一番長い辺(５０㎝以上１ｍ未満)  

  戸別収集５００円 持込２００円 

 一番長い辺(１ｍ以上３ｍ未満) 

  戸別収集７００円 持込３００円 

 

 
 

  ・海老名市資源化センター大規模改修工事 契約締結

(６月) 

・海老名市資源化センター大規模改修工事に伴い 

海老名市リサイクルプラザ休館 (１０月) 

・一般廃棄物処理基本計画を改定 (３月) 

・大和高座ブロックごみ処理広域化実施計画を改定 

(３月) 

・資源化センターでの資源物の持ち込み受付休止 

(３月) 

平成３０年 ・家庭系ごみ減量化策答申 (６月) 

・家庭系ごみ減量化基本方針(案)策定 

・同基本方針(案)に対するパブリックコメント (７/１１～７/３１) 

・同基本方針(案)に対する説明会 (７/１４～８/１１ 全７会場) 

・市長タウンミーティング  (９/８～９/３０ 全１３会場) 

・家庭系ごみ減量化基本方針策定 (９月) 

・有料化・戸別収集に係る条例改正案議会上程 (１０/１) 

・市長・副市長集中説明会 (１０/２０～１１/２４ 全２３会場) 

・自治会要望説明会 (１１/２４～１２/９ 全３会場) 

・集合住宅説明会 (１１/２４～１/２０ 全１３会場) 

・条例改正案賛成多数(附帯決議あり)で議決 

(１１/２９)⇒公布(１２/３) 

・事業系ごみ減量化策答申 (２月) 

 

 
 

  ・機構改革に伴い資源対策課と環境みどり課が環境課

へ、管理係と資源対策係が資源循環係となる。 

・高座清掃施設組合新焼却炉仮稼働 (１０/２６)  

・海老名駅周辺に路上喫煙禁止地区を指定するため 

海老名市まちの美化に関する条例及び規則改正 

(１２月) 

 ※名称を「海老名市路上喫煙の防止及び美化 

    推進に関する条例及び同施行規則」に変更 

・美化センター車庫建替え (１２月～２月) 

・海老名駅周辺を路上喫煙禁止地区に指定 (３/１２) 

・海老名市リサイクルプラザ閉館 (３/３１) 

・資源化センター改修工事に伴い、 

資源物持込処理を休止。 



年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

令和元年 

(平成３１年) 

・事業系ごみ減量化基本方針を策定 (５月) 

・海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則 

一部改正公布 (５/７) 

・有料化・戸別収集制度説明会 (５/１８～９/１８ 全９０会場) 

・集合住宅支援策補助金交付実施 (７/１～３/３１) 

・燃やせるごみ指定収集袋サンプル品配布 (８/３～８/２９ 全 

２７会場) ※９/２～１２/２７は環境課窓口にて配布 

・有料化・戸別収集専用コールセンター設置 (９/２～１１/３０) 

・指定収集袋販売開始 (９/７～) 

・有料化・戸別収集開始 (９/３０～) 

・剪定枝資源化に伴う予約制戸別収集開始(無料) (９/３０～) 
 

  ・高座清掃施設組合新焼却炉(高座クリーンセンター) 

本格稼働 (４月) 

・海老名市リサイクルプラザ条例及び同施行規則廃止 

第二高齢者生きがい会館にて粗大ごみの受付開始 

(４/１５～) 

・海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例 

及び同施行規則施行 (５/３１～) 

・海老名駅東口農産物直売所前喫煙所(現：東口北側喫

煙所)を整備(市単独５月～８月) 

・海老名市住みよいまちづくり条例及び同施行規則改正

に伴い戸別収集に対応する開発基準へ改定 

 また、集積所の寄附に関する取扱いを削除(９/１～) 

・海老名駅東口農産物直売所前喫煙所供用開始、 

ほか２か所の喫煙所を加熱式たばこ専用喫煙所と指定 

(９/１７～) 

・海老名市資源化センター大規模改修工事完了し、竣工 

(１１/１６～) 

 

 
 

令和２年 ・減免対象者への袋の交付制度の変更 

(不燃袋の追加交付)(別の種類への交換不可) 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、えびなクリーン作戦、 

えびなっ子スクールの開催なし 

  ・新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、 粗大ごみ

持ち込みの自粛 (４/２７～５/２４) 

 ※引っ越しなどやむを得ない場合は、事前予約制 

・新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、粗大ごみ 

持ち込みの事前予約制 (５/２５～７/３１) 

・高座条例改正 (１０/３０)  

「２５円/㎏」→「２５０円/１０㎏」 

・高座条例改正 (１２月)(令和３年４月施行)  

 ※搬入量割の期間を改正 

 前々年度(４月～３月)→前々年度１０月～前年度９月 

・海老名市災害廃棄物処理基本計画策定及び 

 海老名市災害廃棄物等処理マニュアル改訂 

 (３月) 

・きれいなまちづくり事業奨励金の額を変更 

 (３月)(令和３年４月施行) 

「３,０００円」→「２,０００円」 

 

 
 

令和３年 ・海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則一部改

正(ごみ集積所の管理状況改善のための手続きを制定 (３月)(令和

４年４月施行) 

・条例改正(し尿手数料の改正 ま

た、シール制に変更) 

 (令和４年４月施行) 

*工事、イベント等の現場における汲 

み取りの定額制を追加 

便器１基１回３,０００円 

(容量３７５ℓを超えるとき 

は、３,０００円加算) 

*従量制の手数料改正 

 ３６ℓ １２０円 

 ⇒５０ℓ ４００円 

*手数料徴収方法をシール制に変更 

 金種は２００円券、３００円券、 

４００円券、１,０００円券、 

３,０００円券の5種類 

・機構改革に伴い、環境政策課と資源対策の２課体制 

になる。資源対策課は、収集業務係は美化センター、 

資源循環係は資源化センターへ。 (４月) 

・各種規則、要綱の押印廃止 (５月) 

・東名高速高架下を美化センター事業用車両駐車場とし 

て使用開始。高架下道路占用許可 (５/２７) 

 これに伴う仮設ガードレール設置工事(７/３０まで) 

・高座清掃施設組合定例報告会(高座清掃施設組合 

処理場対策協議会、根公害対策委員会)への三市出席 

(三市のごみの現状、減量化案を報告) 

(毎年６・１２月) 

・海老名市公式YouTubeにごみに関する情報の投稿開始

(１０月～) 

・資源物の持ち去りパトロールを休止 (３月) 

 
 



年度 ご み 関 係 し 尿 関 係 その他事業関係 

令和４年 

 

 

 

 

 

・生ごみ処理機補助金上限を改定 (７月） 

 非電動式補助上限を２万円から２万５千円に 

・事業系ごみ減量化要綱制定 (８月） 

 ＊生ごみ処理機貸与制度（１事業所３台まで最大３か月） 

 ＊生ごみ処理機設置費補助制度(事業者限定) 

電動式：上限５万円、３台まで  

非電動式：上限２万５千円、２台まで 

・有料化・戸別収集アンケートを実施(３,０００人) (９月) 

・コカ・コーラボトラーズジャパン（株）とボトルtoボトル 

（ペットボトルの水平リサイクル）に関する協定締結 (１月) 

・リネットジャパンリサイクル株式会社とパソコンリサイクルに 

関する協定締結 (１月) 

・不燃ごみの組成分析を実施 (２月) 

・可燃及び資源物収集の事業者選定プロポーザルを実施 

（契約締結 ２月） 

 

 ・第10期市町村分別収集計画の策定 (６月） 

・３年ぶりのえびなクリーン作戦を実施 

（有馬小学校） (２月） 

・一般廃棄物処理基本計画を改定 (３月)  

・相鉄線海老名駅北口供用開始に伴い美化推進重点地区 

及び路上喫煙禁止地区を再指定 (３月) 

 

令和５年 

 

・生ごみ処理機LINE受付開始 (４月) 

・出前講座 (５月) 有鹿小、柏ケ谷小で実施 

・職員向け生ごみ処理機利用調査実施 (５月) 

・事業系ごみ専門部会(事業系一般廃棄物処理手数料の見直し)を開催 

 第１回 (６月) 、第２回 (７月)（答申） 

・海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例を改正 

 し、事業系ごみ手数料上限を撤廃 (９月) 

・コカ・コーラボトラーズジャパン（株）とコラボしたボトルtoボ

トル（ペットボトルの水平リサイクル）啓発動画作成 (１２月) 

・家庭系ごみ専門部会（有料化の検証）を開催（２月） 

・大型生ごみ処理機実証事業終了 (３月) 

 

 ・高座条例改正により一般廃棄物手数料改正 

 激変緩和措置のため二段階で改正 

 Ｒ６.４～ ２５０円/１０ｋｇ→３００円/１０ｋｇ

Ｒ８.４～ ３００円/１０ｋｇ→３５０円/１０ｋｇ 

・海老名駅西口喫煙所廃止 （９月） 

・地震等大規模災害時における災害廃棄物の処理等に関

する協定を締結（公益社団法人 神奈川県産業資源循

環協会）（１１月） 

  

令和６年 

 

・海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則一部改

正(地方自治法の一部を改正する法律に伴い私人による公金取り扱

いに係る法令の根拠規定を変更(４月)(令和６年４月施行) 

・出前講座 (５月・７月) 大谷小、柏ケ谷小で実施 

・家庭系ごみ専門部会（有料化の検証）答申（８月） 

・海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則一部 

改正（内容は次の（１）～（４）とおり）（10月) 

（１）指定収集袋のばら売り（令和７年２月施行）、 

（２）指定収集袋減免対象者への配付容量（令和７年４月施行）、 

（３）集積所設置基準の変更（令和７年４月施行）、 

（４）様式の押印廃止等（令和６年10月施行) 

・リネットジャパンリサイクル株式会社及びSGムービング株式会社 

と家電４品目のリサイクルに係る協定締結 (１月) 

・資源とごみの分別ガイド改定（３月） 

 

 ・事業系一般廃棄物手数料改定（４月） 

 「２５０円/１０ｋｇ」→「３００円/１０ｋｇ」 

・事業系ごみの優良取組事例認定事業開始 

・先進事例調査・視察研修で石川県輪島市、七尾市の 

災害廃棄物処理仮置き場視察（５月） 

 

 

  



４ 組織 

（１） 機構(令和６年４月１日現在) 

（２） 事務分掌（海老名市行政組織規則）（令和６年４月１日現在） 

環
境
政
策
課 

環境共生係 

(１) 環境政策の企画推進及び調整に関すること。 

(２) 環境マネジメントシステムに関すること。  

(３) 公害に関すること。  

(４) 狂犬病予防に関すること。 

(５) 愛玩動物の適正な飼育の啓発に関すること。 

(６) 放射線対策に関すること。 

(７) 水道等の衛生管理に関すること。 

(８) ＳＤＧｓの推進に関すること。 

廃棄物政策係 

(１) 廃棄物の処理に関すること。 

(２) ごみの減量化に関すること。 

(３) 美化推進に関すること。 

(４) 高座清掃施設組合との連絡調整に関すること。 

資
源
対
策
課 

収集業務係 

(１) 廃棄物の収集運搬に関すること。 

(２) ごみの適正処理に関すること。 

(３) 美化センターに関すること。 

資源循環係 
(１) 資源化の推進に関すること。 

(２) 資源化センターに関すること。 

 

（３） 職員配置（令和６年４月１日現在） 

区 分 

 事務系 業務系 

合計 
参事 

課長 

課長補佐 
主幹 

係長 

副主幹 
主査 

主任 

主事 
主事 主事補 

会計 

年度 

技術員 業務員 
会計 

年度 

環境政策課  0 1 0 0 0  0 0 0 0  0  0 0 1  

環境共生係  0 0 0 1 0 0 4 0 2  0  0 0 7  

廃棄物政策係  0 0 0 1  0 0 1 2 1  0  0 0 5 

合計  0 1 0 2 0 0 5 2 3  0  0 0 13 

  

資源対策課  0 1 0 0 0 0 0 0 0  0  0 0 1 

収集業務係  0 0 1 1 0 1 1 1 2 39  2 9 57 

資源循環係  0 0 0 0 1 1 1 0 0 1  0 1 5 

合計  0 1 1 1 1 2 2 1 2 40 2 10 63 

 

経済環境部 商工課

農政課

環境政策課
廃棄物政策係

環境共生係

資源対策課
資源循環係（資源化センター）

収集業務係（美化センター）



５ 会計・経費(環境共生係除く) 

（１） 歳入決算（令和６年度） 

          （単位：円） 
款 項 目 節 金  額 備  考 

13 
使用料及

び手数料 
1 使用料 3 衛生使用料 2 清掃使用料 328,303  行政財産使用料 

13 
使用料及

び手数料 
2 手数料 2 衛生手数料 2 清掃手数料 248,161,000  

し尿･汚水汲取手数

料､家庭系ごみ処理

手数料等 

20 諸収入 4 雑  入 2 雑  入 2 雑  入 140,587,654 
高座清掃施設組合事

務取扱費等 

歳入合計 389,076,957   

 

 

  

清掃使用料

328,303 円

0.08%

清掃手数料

248,161,000 

円

63.78%

雑 入

140,587,654 

円

36.13%

令和６年度 歳入決算

※割合は小数点第３位を四捨五入 



(２) 清掃手数料 

歳入のうち、清掃手数料に該当する内容は以下のとおりとなります。令和元年９月３０日から有料化・戸

別収集を開始したことに伴い、家庭系ごみ手数料が増加し、清掃手数料全体の額が増加しました。 

 

  項目 

 

 

年度 

家庭系ごみ 

手数料 

し尿処理 

手数料 

汚水処理 

手数料 

一般廃棄物

処理業許可

申請手数料 

粗大ごみ 

処理手数料 

粗大ごみ 

美化センター 

持込処理手数料 

合  計 

Ｒ２ 216,543,000 1,602,340 177,000 120,000 10,216,600 29,114,400 257,773,340 

Ｒ３ 215,315,600 2,452,020 98,000 420,000 10,245,100 29,910,600 258,441,320 

Ｒ４ 208,870,500 5,639,760 57,600 120,000 13,296,500 27,373,000 255,357,360 

Ｒ５ 204,040,800 4,985,000 71,000 430,000 10,165,700 27,066,800 246,759,300 

Ｒ６ 205,664,600 5,857,200 116,000 110,000 10,081,300 26,331,900 248,161,000 

 

240,000,000

250,000,000

260,000,000

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

清掃手数料の推移単位（円）

家庭系ごみ手数料,

205,664,600 , 82.88%
し尿処理手数料, 

5,857,200 , 2.36%

汚水処理手数料,

116,000 , 0.05%

一般廃棄物処理業

許可申請手数料,

110,000 , 0.04%

粗大ごみ処理手数料,

10,081,300 , 4.06%

粗大ごみ美化センター持込処理手数料,

26,331,900 , 10.61%

令和６年度 清掃手数料

※パーセントは小数点第３位を四捨五入

（単位：円） 



 

(３) 歳出決算 

（単位：円） 

款 項 目 節 金  額 備  考 

4 衛生費 2 清掃費 1 清掃総務費     1,265,491,387   

          1 報酬 2,435,202 ○職員給与費 

          2 給料 199,002,266 425,305,518 

          3 職員手当等 132,792,484 ○清掃総務管理経費 

          4 共済費 93,510,768 9,445,056 

          8 報償費 914,000 ○高座清掃施設組合負担金 

          9 旅費 49,852 816,458,000 

          11 需用費 4,347,462 ○環境美化推進事業費 

          12 役務費 20,240 14,282,813 

          13 委託料 15,251,013   

          15 工事請負費 705,100   

          19 負担金、補助及び   816,463,000  

       交付金   

款 項 目 節 金  額 備  考 

4 衛生費 2 清掃費 2 塵芥処理費     378,322,932   

          1 報酬 18,112,450 ○塵芥処理事業費 

          11 需用費 25,408,132 378,322,932 

          12 役務費 19,692,348  塵芥処理事業費 

          13 委託料 289,543,102 (125,741,406) 

          14 使用料及び賃借料 23,575,200  有料化・戸別収集事業費 

          15 工事請負費 98,000 (252,581,526) 

          18 備品購入費 1,437,700  

          19 負担金、補助及び 0  

           交付金   

          23 償還金、利子及び 1,000  

           割引料   

      27 公課費 455,000  

          

款 項 目 節 金  額 備  考 

4 衛生費 2 清掃費 3 し尿処理費     2,785,439   

          11 需用費 1,639,212 ○し尿処理事業費 

          12 役務費 1,076,717 2,785,439 

          14 使用料及び賃借料 20,310  し尿収集事業費 

          23 償還金、利子及び 0  (2,785,439) 

           割引料    

          27 公課費 49,200   

      

款 項 目 節 金  額 備  考 

4 衛生費 2 清掃費 4 資源対策費     30,588,363   

          9 旅費 61,634 ○廃棄物減量化推進事業費 

          11 需用費 389,674 30,588,363 

         12 役務費 0  資源物処理事業費 

         13 委託料 20,687,855 (17,785,489) 

          14 使用料及び賃借料 0   廃棄物減量化事業費 

          19 負担金、補助 9,449,200 (12,802,874) 

       及び交付金   

              



款 項 目 節 金  額 備  考 

4 衛生費 2 清掃費 5 美化センタ     9,636,880   

        ー費 11 需用費 3,804,366 ○美化センター維持管理経費 

          12 役務費 1,447,392 9,636,880 

          13 委託料 3,246,100  美化センター維持管理経費 

          14 使用料及び賃借料 782,852 (9,636,880) 

          15 工事請負費 330,000   

          18 備品購入費 0   

            19 負担金、補助及び 26,170  

           交付金    

          

款 項 目 節 金  額 備  考 

4 衛生費 2 清掃費 6 資源分別事     475,454,858   

          業費 11 需要費 14,963,640 ○資源分別事業費 

            12 役務費 10,916,225 475,454,858 

            13 委託料 432,774,521  資源化センター維持管理経費 

            14 使用料及び賃借料 15,128,472 (475,454,858) 

      15 工事請負費 1,278,200  

            16 備品購入費 393,800  
          

歳出合計           2,162,279,859  

 

 

  

職員給与費

425,305,518 円

19.67%

清掃総務管理経費

9,445,056 円

0.44%

高座清掃施設組合

負担金

816,458,000 円

37.76%

環境美化推進事業費

14,282,813 円

0.66%

塵芥処理事業費

378,322,932 円

17.50%

し尿処理事業費

2,785,439 円

0.13%

廃棄物減量化推

進事業費

30,588,363 円

1.41%

美化センター維持管理経費

9,636,880 円

0.45%

資源分別事業費

475,454,858 円

21.99%

令和６年度 歳出

※割合は小数点第３位を四捨五入 



(４) 清掃処理経費 

① 原価計算（ごみ） 

年度 直接原価※1（円） 
処理量 

（ｔ） 

処理原価（円／ｔ） 

収集運搬※2 処分※3 計 

Ｒ２ 1,293,999,100 18,500 36,747 33,199 69,946 

Ｒ３ 1,436,572,299 18,360 34,056 44,188 78,244 

Ｒ４ 1,507,538,091 18,141 35,686 47,415 83,101 

Ｒ５ 1,516,086,852 17,672 37,212 48,578 85,790 

Ｒ６ 1,543,244,083 17,432 39,255 49,274 88,529 

※1 収集運搬に係る人件費、高座清掃施設組合処理委託分担金、ごみ処理にかかる歳出、減価償却の合計 

※2 直接原価※1の内、収集運搬に係る人件費、ごみ処理にかかる歳出（収集運搬経費）、減価償却の合計/処理量 

※3 直接原価※1 の内、高座清掃施設組合処理委託分担金、ごみ処理にかかる歳出（処理経費）の合計/処理量

 

② 一人あたり、世帯あたりの経費（ごみ） 

年度 直接原価※（円） 
処理人口 

(年度末) 
処理世帯数 

一人あたり経費 世帯あたり経費 

（円） （円） 

Ｒ２ 1,293,999,100 137,114 58,971 9,437 21,943 

Ｒ３ 1,436,572,299 137,987 59,899 10,411 23,983 

Ｒ４ 1,507,538,091 139,739 61,454 10,788 24,531 

Ｒ５ 1,516,086,852 140,504 62,382 10,790 24,303 

Ｒ６ 1,543,244,083 141,276  63,043 10,924  24,479 

※直接原価：収集運搬に係る人件費、高座清掃施設組合処理委託分担金、ごみ処理にかかる歳出、減価償却の合計

 

16,500

17,000

17,500

18,000

18,500

19,000

1,100,000,000

1,200,000,000

1,300,000,000

1,400,000,000

1,500,000,000

1,600,000,000

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ごみの直接原価と処理量の推移

直接原価

ごみ処理量

135,000

136,000

137,000

138,000

139,000

140,000

141,000

142,000

1,150,000,000

1,200,000,000

1,250,000,000

1,300,000,000

1,350,000,000

1,400,000,000

1,450,000,000

1,500,000,000

1,550,000,000

1,600,000,000

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

ごみの直接原価と人口の推移

直接原価

人口



 ③ 原価計算(し尿) 

年度 直接原価※1（円） 
処理量 

（ｋｌ） 

処理原価（円／ｋｌ） 

収集運搬※2 処分※3 計 

Ｒ２ 78,433,508 457 69,427 102,200 171,627 

Ｒ３ 68,992,996 584 50,495 67,644 118,139 

Ｒ４ 82,635,304 403 85,427 119,623 205,050 

Ｒ５ 80,962,114 415 68,766 126,324 195,090 

Ｒ６ 85,947,534 468 74,010 109,639 183,649 

※1 収集運搬に係る人件費、高座清掃施設組合処理委託分担金、し尿処理にかかる歳出、減価償却の合計 

※2 直接原価※1の内、収集運搬に係る人件費、し尿処理にかかる歳出（按分）の合計/処理量 

※3 直接原価※1の内、高座清掃施設組合処理委託分担金、し尿処理にかかる歳出（按分）、減価償却の合計/処理量 
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Ⅱ ごみ･資源 

１ 概要 

（１） 一般廃棄物処理基本計画の取組状況 

 海老名市・座間市・綾瀬市・高座清掃施設組合で策定した、一般廃棄物処理基本計画(計画期間：平成２

５年度から令和９年度まで)では、数値目標として、「一人一日あたりの家庭からの排出量」「事業系ごみ量」

「焼却量」「一人一日あたりの家庭系可燃ごみ量」「リサイクル率」の５つを掲げています。令和５年３月の

一般廃棄物処理基本計画の改定に伴い、目標値の改定を行いました。 

 

家庭系ごみ・事業系ごみ排出量                            (単位：ｔ)  

年度 
家庭系ごみ 事業系 

ごみ 
総排出量 

可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ 資源物 全家庭系ごみ 

Ｈ２２ 20,419 698 370 11,586 33,073 6,845 39,918 

Ｒ２ 17,284 500 716 10,386 28,886 7,749 36,635 

Ｒ３ 17,080 576 704 10,201 28,561 8,037 36,598 

Ｒ４ 17,016 416 709 9,837 27,978 8,331 36,309 

Ｒ５ 16,671 353 648 9,419 27,091 8,352 35,443 

Ｒ６ 16,419 394 619 9,262 26,694 7,547 34,241 

  

【分析】 

・家庭系ごみの一部有料化に伴う市民の皆様の減量化意識の向上等により、総排出量は減量しています。 

・一方で、事業系ごみは増加傾向にあるため、更なる減量化が今後の目標となっています。 

 

令和６年度の詳細                      (単位：ｔ)  

  項  目 実績値 

資源物 

家庭からの資源排出量 9,192 

粗大ＲＰＦ化処理量 35 

剪定枝資源化処理量 35 

資源物計 9,262 

事業系 

事業系ごみ許可業者 7,538 

事業系ごみ直接搬入 9 

事業系ごみ計 7,547 

一人一日あたりの 

家庭からの排出量 

計画収集総量 34,241 

家庭からのごみ･資源排出量 26,694 

人口(10月1日現在) 141,276 

一人一日あたりの排出量(g) 518 

ごみ 

 総排出量 

可燃ごみ(家庭系+事業系) 23,966 

家庭からの可燃ごみ排出量 16,419 

不燃ごみ 394 

粗大ごみ 619 

家庭ごみ総排出量 17,432 

可燃ごみ

47%

不燃ごみ

1%

粗大ごみ

2%

資源物

27%

事業系ごみ

23%

令和５年度 ごみ排出割合

可燃ごみ

48%

不燃ごみ

1%
粗大ごみ

2%

資源物

27%

事業系ごみ

22%

令和６年度 ごみ排出割合



(２) 一般廃棄物処理基本計画各目標の推移 

【目標値一覧】 

① 一人一日あたりの家庭系ごみ量 

② 事業系ごみ量 

③ 焼却量 

④ 一人一日あたりの家庭系可燃ごみ量 

⑤ リサイクル率 

 

①一人一日あたりの家庭系ごみ量 

④一人一日あたりの家庭系可燃ごみ量       

 平成２２年度の全家庭系ごみ一人一日あたり排出量は、７１１グラムです。ここから令和３年度までに２

５グラムを減量し、目標値を６８６グラムと設定しています。また、令和９年度までにさらに６グラム減量

し、６８０グラムを目標値としています。  

 なお、令和５年３月の一般廃棄物処理基本計画改定に伴い、一人一日あたりの家庭系可燃ごみ量を令和９

年度までに３４０グラムとする目標を設定し、目標を達成している状況です。令和６年度は過去最少の 

３１８グラムでした。 

 

一人一日あたりの家庭からの排出量                  

年度 

人口 

(10月1日現在) 

家庭か

らの可

燃ごみ 

  
全家庭系 

ごみ 

  

一人一日 

あたり(④) 

一人一日 

あたり(①) 

(人) (ｔ) (ｇ) (ｔ) (ｇ) 

Ｈ２２ 127,707 20,419 438 33,128 711 

Ｒ２ 136,516 17,284 347 28,886 580 

Ｒ３ 137,303 17,080 341 28,561 570 

Ｒ４ 139,387 17,016 334 27,978 550 

Ｒ５ 140,170 16,671 325 27,091 530 

Ｒ６ 141,276 16,419 318 26,694 518 

Ｒ９目標値   340  570 

※Ｒ９目標値：令和５年３月改定一般廃棄物処理基本計画で定めている数値 

 

※全家庭系ごみ＝家庭からの可燃ごみ＋不燃物＋粗大ごみ＋不燃で収集された粗大可燃＋資源物量 
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②事業系ごみ量 

本市では、市内経済の発展により年々事業系ごみの排出量は増加しています。 

令和２年度から３年度にかけては、新型コロナウイルス感染症拡大により店舗の営業自粛等により、 

一時的な減量もみられましたが、事業系ごみの減量化は引き続き本市の重要課題となっています。 

 

事業系ごみ排出量 

年度 経過年数 実績値(ｔ) 

Ｈ１２ 0 6,545 

Ｈ２２ 10 6,845 

Ｒ２ 20 7,749 

Ｒ３ 21 8,037 

Ｒ４ 22 8,331 

Ｒ５ 23 8,352 

Ｒ６ 24 7,547 

Ｒ９目標値 27 5,145 

※Ｒ９目標値：令和５年３月改定一般廃棄物処理基本計画で定めている数値 

※平成２２年度の実績値のみ、事業系直接搬入量を除いたトン数 

 

 

③焼却量 

平成１２年度の海老名市分のごみ焼却処理量である３２,９８０トンを基準値とし、ここから約２６％削減

した２４,０００トンを、令和９年度の目標値として設定しています。 

 

ごみ焼却処理量 

年度 経過年数 実績値 

Ｈ１２ 0 32,980 

Ｈ２２ 10 28,238 

Ｒ２ 20 26,151 

Ｒ３ 21 26,308 

Ｒ４ 22 26,399 

Ｒ５ 23 25,958 

Ｒ６ 24 24,911 

Ｒ９目標値 27 約24,000 

※Ｒ９目標値：令和５年３月改定一般廃棄物処理基本計画で定めている数値 

※ここで指す「ごみ焼却処理量」は、県へ報告している「一般廃棄物処理実績報告」の「全焼却量」であり、不燃物残渣の中間処理後 

 の焼却量等を含みます。 

 

  

  未達成 

  未達成 
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⑤リサイクル率         

令和３年度にリサイクル率を４０％とし、令和９年度まで維持するよう、目標設定しています。 

基準となる平成２２年度の実績値は３５.８％であり、令和６年度実績において、令和３年度目標(４０％)

を下回っています。 

要因として、プラスチック製品の減少や市民の購買意識の変化、不用品のネット売買の浸透等が想定され

ます。 

 

 

リサイクル率 

年 度 
経過 

年数 

実績値 

Ａ/Ｂ

(％) 

項目(ｔ) 県内順位 

(人口10万人以上50万人未満) 

(率の高い順) 
総資源化量 

(Ａ) 

総排出量 

(Ｂ) 

Ｈ２２ 0 35.8 14,288 39,918 3位(1位鎌倉市 46.7) 

Ｒ２ 10 36.1 13,211 36,635 2位(1位鎌倉市 53.2) 

Ｒ３ 11 34.4 12,601 36,598 2位(1位鎌倉市 52.8) 

Ｒ４ 12 33.8 12,284 36,309 2位(1位鎌倉市 56.7)  

Ｒ５ 13 32.6 11,568 35,443 5位(1位鎌倉市 58.7)  

Ｒ６ 14 33.7 11,550 34,241   

Ｒ９目標値 17 40.0    

※Ｒ９目標値：令和５年３月改定一般廃棄物処理基本計画で定めている数値 

※本リサイクル率は、県「一般廃棄物処理実績報告」の数字に、粗大ごみＲＰＦ化による資源化量等を含んで算出したものとなってい

ます。 
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２ ごみ処理 

(１) 収集体制 

① 家庭系ごみ 

区分 排出容器 収集回数 実施主体 収集場所 

燃やせるごみ・生ごみ 指定収集袋(オレンジ色) 週２回 
直営・委託 戸別収集 

紙おむつ・落ち葉・雑草 透明・半透明の袋 週２回 

燃やせないごみ 指定収集袋(水色) 週１回 

委託 

ごみ集積所 

粗大ごみ - 持込・申込制 
戸別収集・持

込み(有料) 

資 

源 

紙類(段ボール、新聞と折込チ

ラシ、飲料用紙パック、本・

雑誌類、ミックスペーパー) 

ひもで十字にしばる 

(ミックスペーパーは袋等) 

週１回 ごみ集積所 

家庭用金物類 

透明・半透明の袋 

小型電気製品 

布類 

缶類 

びん類 

蛍光管、電球、乾電池 

ペットボトル 

容器包装プラスチック 

その他プラスチック 

使用済み食用油 ペットボトル 

剪定枝 ひもで束ねる 申込制 戸別収集 

 

② 事業系ごみ 

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、その

廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされています。(廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第三条第一項) 

 自ら処理できない場合は、一般廃棄物収集運搬業者に収集・運搬を委託するか、市廃棄物条例の規定に従

い高座清掃施設組合へ搬入することとなります。 

 

③ 海老名市が収集・運搬しないごみ 

区分 品目 

処理が困難なもの 

パソコン、業務用ファクシミリ、自動車、オートバイ(原付を含む)、タイ

ヤ・ホイールその他自動車部品、農業用機械、農業用ビニール、耐火ボー

ド、石膏ボード、断熱材、建築廃材、がれき類(モルタル、コンクリート、

ブロック、レンガ、タイルなど)、石(砂利、墓石、漬物石、庭石など)、セ

メント、瓦、土、砂、発電機、給湯器、ボイラー、ソーラーシステム、物

置(外床１.５坪を超えるもの)、木彫りの置物(厚み１０cm以上)・碁盤・

将棋盤(厚み１０cm以上)、草刈り機・芝刈り機・チェーンソー(それぞれ

エンジン付きのもの)、オイルヒーター、浴槽、愛玩動物の死骸、便器、神

棚、仏壇、位牌、耐火金庫、ピアノ、ボウリングの球、炭酸カートリッ

ジ、スプリング入りマットレス、ウォーターベッド、うす、ウッドデッ

キ、カーポート、刀・日本刀、切り株(直径１０cm以上)、七輪、シニアカ

ー、洗面台、流し台、その他１辺の長さが３m以上のもの 

危険性のあるもの 
消火器、ガスボンベ、石油類(ガソリン、灯油、エンジンオイル、機械

油)、注射器、医療系廃棄物 

有害性のあるもの 
バッテリー(自動車・車椅子用含む)、塗料、農薬、殺虫剤、その他家

庭用ではない薬品 

特定家庭用機器 
エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、テレビ(ブラウン管テレビ、液晶テレ

ビ、プラズマテレビ)、冷蔵庫、冷凍庫 



(２) 家庭ごみふれあい収集 

 平成１４年１０月から、社会福祉推進の一環として「家庭ごみふれあい収集」を開始しました。これは、ごみ集

積所まで家庭のごみを持ち出すことが困難な高齢者や障がい者など、体が不自由な方のみの世帯について、

本人の申込みにより収集作業員が申込対象者宅の玄関先等まで伺い、声かけ(安否確認)をしてから、ごみの

収集を行うものです。  

 ふれあい収集は、平成２２年度まで市で実施し、平成２３年度から社会福祉協議会事業の家事支援サービス

の一部として「ごみ集積所等へのごみ出し」を行っています。 

 

 

(３) ごみ集積所の設置状況(単位：個) 

年度 集積所数 

Ｒ２ 3,504 

Ｒ３ 3,612 

Ｒ４ 3,722 

Ｒ５ 3,774 

Ｒ６ 3,817 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(４) し尿・浸透桝汚水・浄化槽の汲取状況 (単位：㎘) 

年度 し尿汲取量 汚水汲取量 浄化槽汚泥汲取量 

Ｒ２ 457 304 3,053 

Ｒ３ 584 178 3,269 

Ｒ４ 403 101 2,411 

Ｒ５ 415 128 2,959 

Ｒ６ 468 209 2,665 

 

 

 

 

  

3,504 3,612 3,722 3,774 3,817

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

集積所数



３ 家庭系ごみ有料化と戸別収集         

〇有料化導入の経緯         

 海老名市では、ごみの減量化を喫緊の課題と考え、平成２９年５月に環境審議会に対し、「家庭系ごみ減

量化策(戸別収集・有料化含む)について」の諮問を行い、家庭系ごみ専門部会において全９回の審議の結果、

平成３０年６月１８日に最終答申を受けました。     

 環境審議会からの最終答申を受け、海老名市では「海老名市家庭系ごみ減量化基本方針(案)」を策定し、

広く市民から意見聴取するとともに、住民説明会を経て、基本方針を策定。   

 平成３０年９月、家庭系ごみ有料化についての条例改正案を議会に上程し、平成３０年１１月２９日議

決、令和元年９月３０日から実施しました。  

 

○有料化の方法と手数料         

 市の指定した袋(指定収集袋)により対象品目となるごみを排出する方法。 

有料化対象品目 袋の種類 
手数料 

(１枚当たり) 
品目(例) 

燃やせるごみ 

(オレンジ色) 

５リットル袋 １０円 生ごみ、ティッシュペーパー、革製

品、綿の入ったもの、資源化できな

い紙類、家庭菜園の野菜くず、切り

花、ペット用のおむつ、ペットシート、

生理用品 等 

１０リットル袋 ２０円 

２０リットル袋 ４０円 

４０リットル袋 ８０円 

燃やせないごみ 

(水色) 

５リットル袋 １０円 陶器類、ガラス類、資源化できない

びん(化粧品のびん等)、 

鏡類、磁石、硯、砥石 
１０リットル袋 ２０円 

２０リットル袋 ４０円 

４０リットル袋 ８０円 

 

○減免対象世帯への支援 

 次の世帯については、指定収集袋を一定枚数配布しています。 

 配布枚数(年間)：世帯人員１人あたり、１０リットル袋１１０枚に相当する量 

１ 生活保護受給世帯 

２ 児童扶養手当受給世帯 

３ 特別児童扶養手当受給世帯 

４ ひとり親家庭等医療費助成世帯 

５ 障がい者手帳所持(身体１級・２級、精神１級)かつ非課税世帯 

６ 療育手帳所持(Ａ１またＡ２)かつ非課税世帯 

 

○ごみ有料化実施後のごみ排出量の推移 
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○戸別収集   

ごみの一部有料化の併用策として、令和元年９月３０日から燃やせるごみの戸別収集を開始しました。戸

別収集とは、道路に面した敷地内にごみを出し、建物１棟ごとに収集する方法です。これにより、排出者責

任の明確化が図られ、ごみの減量化が促進されるとともに、高齢者等のごみ出し負担軽減にもつながりま

す。  

   

 ◎戸別収集対象品目 

燃やせるごみ、剪定枝 

 

 

◎収集方法 

  戸建住宅 集合住宅 

燃やせるごみ、紙おむつ、落ち葉・雑草、

清掃ごみ(燃やせるごみのみ) 

自宅敷地内の道路 

沿いに排出 

集合住宅敷地内の専用

ごみ集積所に排出 

燃やせないごみ、資源物 ごみ集積所に排出  

 

○剪定枝の資源  

燃やせるごみの減量化を目的として、燃やせるごみに排出していた剪定枝を資源化し、それに伴い申込

制の戸別収集を行っています。(無料) 

 

◎排出方法等 

  内容 備考 

対象品目 剪定枝(葉付きも可) 土、石、砂付きは資源化に影響があり、不可 

排出方法 ひもで束ねる 
土、石、砂の混入の恐れがあり、ビニール袋等に 

入れての排出は不可 

排出規格 
太さ１０ｃｍ、長さ５０ｃｍ、 

１束の直径が２５ｃｍ以内 
従前と同規格 

資源化方法 RPF 化(固形燃料化)   

  

  



４ 事業系ごみ 

 海老名市では、家庭系ごみと同様に事業系ごみについても減量化を喫緊の課題ととらえ、一般廃棄物処理

基本計画の目標である事業系ごみ量の目標達成のため、事業系ごみ減量化基本方針を令和元年５月に策定

しました。 

 

 事業系ごみについては、業種・業態・事業規模によって排出されるごみの量や排出品目が異なることから、

統一した減量化策で一律の効果を得ることは難しく、排出事業者個々の状況に応じた対応が求められます。

また、人員不足や廃棄物保管場所・分別スペース不足などの理由から、分別不十分の状況や地域の集積所に

排出するなどの不適正排出も見受けられる状況です。さらに、資源物の取扱品目についても収集運搬業者に

よって異なります。 

 

 排出事業者に対するきめ細かな指導・啓発とごみの減量・適正排出に向けて粘り強く協力を要請するとと

もに、排出事業者が自主的に取り組めるよう市の支援を行うといったことも踏まえて、減量化策に取り組ん

でいく必要があります。 

 

 また、事業系ごみの減量化については、焼却炉を使用している三市それぞれの取り組みだけでは限界があ

ります。事業者の分別・リサイクルを促進するため、座間市・綾瀬市・高座清掃施設組合とともに搬入手数

料の見直しを行い、令和６年度から段階的に搬入手数料の引き上げを行います(令和６年４月～３０円/kg、

令和８年４月～３５円/kg)。 

 

【収集量、許可業者及び収集委託事業所の推移】 

年 度 
事業系ごみ 

収集量(ｔ) 

対前年比 

(％) 

内  訳(ｔ) 
許可業者数 

許可業者 直接搬入 

Ｈ２３ 7,068 2.91 7,042 26 57 

Ｒ２ 8,665 1.83 8,644 21 52 

Ｒ３ 8,037 -3.71 8,018 19 53 

Ｒ４ 8,331 3.66 8,309 22 54 

Ｒ５ 8,352 0.25 8,337 15 54 

Ｒ６ 7,547 -9.64 7,538 9 54 

 

【多量排出者】 

  市廃棄物規則第１３条第１項により、次を満たす者は多量排出者に該当します。 

 ○前年度において毎月１トン以上の事業系一般廃棄物を継続して排出した者 

 ○前年度において１２トン以上の事業系一般廃棄物を排出した者 

  令和６年度 多量排出者件数：８６件 

 

【事業所指導】 

  不適正排出の市民通報を受けての現地指導、ごみ減量化の提案など、事業所への廃棄物の適正排出及び 

減量化のための指導を行います。 

  令和６年度 事業所訪問・指導件数：１２件 

 

  



５ ごみの減量化・資源化  

(１) 資源化事業 

 〇平成３年度：「紙類、缶類、びん類、布類」の分別回収・資源化開始 

 〇平成１０年度：「ペットボトル」の分別回収・資源化開始 

 〇平成１３年度：「容器包装プラスチック・食品トレー及び使用済み食用油」の分別回収・資源化開始 

 〇平成１７年２月：東柏ケ谷地区で新たな分別・収集方法を試行。平成１７年１０月から市全域で新分別 

(容器包装プラスチック以外のプラスチック(その他プラスチック)、蛍光管・電球の追加)と新収集方法 

(全ての資源物を週１回収集する)を開始  

 〇平成２８年１２月１日：ミックスペーパーの品目拡大(「シュレッダー紙」、「写真」、レシート等の 

「感熱紙」) 

 〇平成２９年度：木製家具・布団の資源化(RPF化)本格実施 

 〇平成３０年度：小型電気製品の資源化実施 

 〇令和元年９月３０日：剪定枝の戸別収集(予約制)・資源化(RPF化)開始 

 〇令和４年度：ペットボトル水平リサイクルおよびパソコンリサイクル開始 

  

① 資源化量実績                   （単位：ｔ） 
年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６  

紙類 4,881 4,723 4,575 4,379 4,242 

布類 860 776 713 690 697 

鉄類 459 450 415 393 391 

アルミ類 322 321 322 301 305 

生びん 6 3 0 0 0 

カレット 862 862 844 802 752 

ペットボトル 487 535 526 540 549 

容器包装 

プラスチック 
1,962 1,956 1,939 1,846 1,818 

廃食用油 55 50 45 43 43 

その他 

プラスチック 
222 204 177 165 172 

乾電池 38 41 36 36 37 

蛍光管 9 7 7 6 6 

小型 

電気製品 
230 209 195 184 182 

木製家具 25 26 1 12 35 

布団 14 10 0 0 0 

剪定枝 37 28 42 22 35 

合計 10,469 10,201 9,837 9,419 9,264 

  

②年間一人当たり、世帯当たりの資源回収量   

年度 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６  

資源回収量(ｔ) 10,469  10,201  9,837  9,419  9,262  

人口(人) 137,114  137,987  139,739  140,170  141,276  

世帯数(世帯) 58,971  59,899  61,454  61,911  63,043  

一人当たり 

回収量/年（ｋｇ） 
76.4  73.9  70.4  67.2  65.6  

世帯当たり 

回収量/年（ｋｇ） 
177.5  170.3  160.1  152.1  146.9  

0

100

200

1 2 3 4 5 6

年間一人当たり、世帯当たり

資源回収の推移

一人当たり回収量

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

資源化量実績

剪定枝

布団

木製家具

電気製品

小型

蛍光管

乾電池

その他プラ

廃食用油

容器包装プラ

ペットボトル

カレット

生びん

アルミ類

鉄類

布類

紙類

単位（ｔ）



 

(２) 粗大ごみの資源化状況 

○ 粗大ごみの資源化量                              （単位：kg） 

年度 
木製家具 

ＲＰＦ化 

布団 

ＲＰＦ化 

金属 

売却 

資源化量 

合計 

粗大ごみ量から

の資源化割(％) 

高座清掃施設

組合搬入量 

Ｒ２ 25,160 13,810 134,540 173,510 19.5 716,000 

Ｒ３ 25,860 10,150 151,560 187,570 21.0 704,000 

Ｒ４ 500 0 124,310 124,810 15.0 709,000 

Ｒ５ 12,000 0 148,650 160,850 19.9 648,000 

Ｒ６ 35,000 0 142,760 177,760 22.3 619,000 

※粗大ごみ量からの資源化割合の計算は、粗大ごみの資源化量を粗大ごみ量と粗大ごみの資源化量の合計で除して出た割合となりま 

す。(再生家具等の量は含まれていません。) 

※再生家具等により粗大ごみ処理量の減量化を図っています。 

※粗大ごみからの資源化割＝資源化量合計÷(資源化量合計＋高座清掃施設組合搬入量） 

 

○ 粗大ごみ収集の推移 

年度 
申込分(戸別収集) 持込分 収集日数 

件数 点数 件数 点数 申込分 持込分 

Ｒ２ 7,458 15,774 45,101 119,468 303 359 

Ｒ３ 7,739 15,497 49,305 123,036 359  

Ｒ４ 8,080 16,958 46,280 112,832 359 

Ｒ５ 7,721 15,177 45,340 112,237 360 

Ｒ６ 8,062 16,202 45,675 109,763 359 

※令和３年度から申込分も年末年始を除いて年中無休となりました。 

 

○ 種類別内訳 

区分 

令和２年度  令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

点数 
割合

(％) 
点数 

割合

(％) 
点数 

割合

(％) 
点数 

割合

(％) 
点数 

割合

(％) 

家具類 50,246 37.1 31,649 22.9 33,903 26.1 28,031 22.0 31,681 25.2 

家電類 19,865 14.7 20,071 14.5 17,910 13.8 15,584 12.2 16,439 13.1 

寝具類 30,241 22.4 29,406 21.2 28,901 22.3 25,976 20.4 25,758 20.4 

車両類 4,681 3.5 5,776 4.2 5,304 4.1 4,489 3.5 4,444 3.5 

その他 30,209 22.3 51,631 37.2 43,772 33.7 53,334 41.9 47,643 37.8 

合 計 135,242 100 138,533 100 129,790 100 127,414 100 125,965 100.0 
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(３) 生ごみ処理機補助制度 

 平成５年度から、「生ごみ処理器(コンポスト)」、平成９年度から「ＥＭ菌の生ごみ処理器」の設置費補

助を実施(１世帯２基まで、１基３,０００円を上限に３分の２以内)。 

 平成１１年度から、電動式生ごみ処理機も補助の対象(１世帯１基まで、３０,０００円を上限に２分の１

以内)。平成１５年度に電動式の補助金額上限を４０,０００円へ引き上げ、市内事業所への補助も開始。 

 平成２２年度には、電動式生ごみ処理機の補助金額を５０,０００円を限度に購入金額の４分の３、堆肥

式生ごみ処理機(「非電動式」に改称)の補助金額を５,０００円を限度に購入金額の１０分の９へ、平成２

７年度には非電動式生ごみ処理機の補助金額を２０,０００円を限度に購入金額の４分の３へ見直しを行い

ました。令和４年度には、非電動式の生ごみ処理機の補助上限額を２５,０００円に引き上げました。 

 

① 生ごみ処理機補助台数実績 

 

※平成５年度～令和元年度 

 

② 主な生ごみ処理機 

◆ 電動式生ごみ処理機 ◆ 非電動式生ごみ処理機 

 

 

消滅型(写真:左) コンポストタイプ(写真：左) 

機械の中で微生物が生ごみを分解し、残渣がほぼ発生

しない。  

１０センチほど土を掘り、そこへ埋めて使う。土中の

微生物が生ごみを分解する。 

乾燥型(写真：中央、右) キエーロ(写真：中央) 

温風やヒーターで生ごみを乾燥し、たい肥化やそのま

ま燃やせるごみとして出すことができる。 

ベランダに設置可能。土を掘り、生ごみと水を入れ土

と撹拌して乾いた土をかぶせる。微生物が生ごみを分

解する。 

 ＥＭ容器タイプ(写真：右) 

 密閉式のバケツのような容器に、生ごみ分解有機微生

物(ＥＭ発酵資材)を入れて生ごみを分解する。 

 

  

  世帯数 
非電動式 

基数 

電動式 

基数 
総 計 補助額(円) 

Ｒ２ 173 48 133 181 4,945,500  

Ｒ３ 301 81 234 315 8,901,100  

Ｒ４ 224 59 176 235 7,328,800  

Ｒ５ 233 26 214 240 8,878,500 

Ｒ６ 276 32 250 282 9,393,400 

Ｈ５～Ｒ１ 5,064 3,012 2,607 5,619 98,090,300 

累 計 6,271 3,258 3,614 6,872 137,537,600 



Ⅲ 施 設 

１ 高座クリーンセンター(施設は高座清掃施設組合が管理) 

 【施設組合の状況】 

所在地 海老名市本郷１番地の１ 

構成市名 海老名市、座間市、綾瀬市 

設立年月日 昭和３８年１２月２８日 

行政区域面積 ６６．３k ㎡ 

施 設 面 積 

高座クリーンセンター １７,８８１㎡ 

  じん芥処理施設 

環境プラザ 
１５,９７５㎡ 

  
 水処理施設 １,９０６㎡ 

その他、緩衝緑地 ３２,２１９㎡ 

屋内温水プール ７,３４８㎡ 

本郷老人福祉センター 

(本郷荘) 
２,５９２㎡ 

焼却灰等埋立処分地 ５,３９９㎡ 

本郷ふれあい公園 ３９,１１３㎡ 

計 １０４,５５２㎡ 

※本郷ふれあい公園の敷地面積は第二工区用地取得済面積含む。 

 

 【水処理施設の状況】 

区 分 竣 工 延床面積(㎡) 処理能力 処理方法 最終処理 

生し尿･浄化槽汚泥 

平成２６年 

３月 
１,１８４.４６  

４８㎘/日 

(し尿１０kℓ、 

浄化槽汚泥３８kℓ) 

固液分離・

希釈後下水

道放流方式 

脱水汚泥は、既設焼

却炉にて焼却 

脱離液は、固液分離・

希釈後、下水道放流 

※計画処理能力 

し尿:１０㎘/日 

浄化槽汚泥:３８㎘/日 

 

 【ごみ処理施設の状況】 

区 分 竣 工 延床面積(㎡) 処理能力 処理方法 最終処理 

マテリアル 

リサイクル施設 
平成３１年 

３月 
１３,３１０.６７  

１４ｔ/５時間   

(１日５時間) 
破砕・選別方式 焼却処理及び資源化 

ストーカ炉 
１２２.５ｔ/日

×２炉 

ストーカ炉・ 

灰資源化方式 
資源化 

 

 【その他施設の状況】 

区 分 竣 工 延床面積(㎡) 概要 諸室、設備等 

環境プラザ 
平成３１年 

３月 
５,５９１.１０ 

各種の市民活動に活用できる場を

提供し、高座清掃施設組合の業務

に関する認識を高めるとともに、地

域文化の発展及び福祉の増進に

寄与することを目的に設置 

・創作工房１・２ 

・キッチンルーム 

・音楽室 

・多目的スタジオ 

・中会議室 など 

本郷ふれあい公園 
令和元年 

１２月 

１１,０００ 

(１.１ha) 

(第一工区) 

廃棄物処理施設の更新に伴い、

周辺地域の住環境との調和を図る

目的に設置。現在、第一工区(１.１

ha)が供用しており、令和８年度

に、第二工区共用開始予定 

・駐車場 

・トイレ 

 

  



【高座清掃施設組合負担金】                               （千円） 

区  分 海老名市 座間市 綾瀬市 合  計 

令和４年度 運営費 共通費割額 236,620 233,847 199,167 669,634 

（決算額） 分担金 ごみ処理費割額 188,296 279,062 220,566 687,924 

    し尿処理費割額 34,295 32,739 36,306 103,340 

    運営費分担金合計 459,211 545,648 456,039 1,460,898 

  建設費 共通費割額 352 344 264 960 

  分担金 ごみ処理費割額 352,279 343,753 277,059 973,091 

    し尿処理費割額 7,746 9,494 9,651 26,891 

    建設費分担金合計 360,377 353,591 286,974 1,000,942 

  周辺環境整備費分担金 10,521 10,521 10,521 31,563 

  令和４年度分担金合計   830,109 909,760 753,534 2,493,403 

令和５年度 運営費 共通費割額 191,343 183,654 158,060 533,057 

（決算額） 分担金 ごみ処理費割額 205,521 287,997 232,605 726,123 

    し尿処理費割額 31,492 35,687 41,758 108,937 

    運営費分担金合計 428,356 507,338 432,423 1,368,117 

  建設費 共通費割額 76 75 58 209 

  分担金 ごみ処理費割額 357,896 349,241 281,651 988,788 

    し尿処理費割額 7,746 9,494 9,651 26,891 

    建設費分担金合計 365,718 358,810 291,360 1,015,888 

  周辺環境整備費分担金 10,504 10,504 10,504 31,512 

  令和５年度分担金合計   804,578 876,652 734,287 2,415,517 

令和６年度 運営費 共通費割額 190,520 182,044 153,098 525,662 

（決算額） 分担金 ごみ処理費割額 299,135 322,917 265,472 887,524 

    し尿処理費割額 22,570 22,534 29,236 74,340 

    運営費分担金合計 512,225 527,495 447,806 1,487,526 

  建設費 共通費割額 11,921 11,482 8,808 32,211 

  分担金 ごみ処理費割額 273,125 293.405 244,069 810,599 

    し尿処理費割額 7,746 9,495 9,651 26,892 

    建設費分担金合計 292,792 314,832 262,528 869,702 

  周辺環境整備費分担金 11,441 12,645 13,432 37,518 

  令和６年度分担金合計  816,458 854,522 723,766 2,394,746 

  



２ 資源化センター 

缶やびん、容プラなど資源物の中間処理を行っている施設です。廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

第８条に定める「一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設)」。 

 

【土地】 

大谷南五丁目５０９３外１９筆(借地)  ５,８８２.１１㎡ 

 

【地目】 

ごみ処理場 (平成３１年 都市計画用途地域変更) 

 

【建物】 

大谷南五丁目７番２７号  ３,０２５.１８㎡ 

延床面積(㎡) 構造 竣工年月 

ビジター棟 ５３９.４６ 鉄骨造平屋建 平成１３年９月 

缶・びん類処理施設棟 ７５３.７９ 

鉄骨造２階建 

令和元年１１月 

(うち２階部分 ２１２.３２) 

ペットボトル・容器包装プラスチック処理設備棟 １,２０７.６７ 

(うち２階部分 １７２.２７) 

事務所棟 １１９.２１ 

(うち２階部分   ４９.６２) 

不燃物処理設備棟 ３６０.００ 
鉄骨造平屋建 

可燃物保管棟 ４５.０５ 

 

【種類別作業内容等】(※紙・布は業者へ直接搬入しています。) 

資源物の種類 破袋処理 異物除去 選別 処理能力 再資源化手法 

缶類 
破袋機 

除袋機 

スプレー缶 

金物類、びん類、他 

磁選機 

アルミ選別機 

３.７ｔ/５ｈ ①アルミ缶 

②鉄筋、鉄骨等 

びん類(飲料用) 

除袋作業 

(手作業) 

無価物 

蓋 

色選別 

(無色、茶色、 

その他) 手作業 

４.９ｔ/５ｈ ①無色→再生びん 

②茶色→再生びん 

③その他→舗装材、グラスウール等 

容プラ 

破袋機 ［主な異物］ 

可燃物、その他プ

ラ、ペットボトル 

手作業 ７ｔ/５ｈ ①材料リサイクル(容プラ、プラ製品) 

②ケミカル(油化、高炉還元剤化、コ

ークス炉化学原料化、ガス化) 

③固形燃料等 

ペットボトル 

破袋機 

除袋機 

［主な異物］ 

可燃物、ラベル付、

キャップ、縦潰れペ

ットボトル 

手作業 ３ｔ/５ｈ ①繊維 

②シート(卵パック、中仕切り) 

③ボトル 

④成形品(蓋、ごみ回収ＢＯＸ) 

⑤その他(結束バンド等) 

不燃物 

(金物、その他プ

ラ、家電、陶磁器) 

除袋作業 

(手作業) 

－ 次の４つに選別 

金物類、プラ類、

家電類、残渣物 

７ｔ/５ｈ ①金物類…金属化 

②プラ類…固形燃料 

③家電類…再資源化 

④残渣物…破砕処理→資源物選別

→焼却処理 

廃食用油 － － － － 油性インク等 

スプレー缶 － － 穴あけ処理 － 
①アルミ缶 

②鉄筋、鉄骨等 

蛍光管 － － － － 
高座清掃施設組合を通じて、アルミ、

ガラス、水銀に分けて再利用 

乾電池 － － － － 
高座清掃施設組合を通じて、亜鉛、

鉄、マンガン、水銀に分けて再利用 



３ 美化センター 

 可燃ごみの収集、し尿・汚水の汲み取り、不法投棄防止の啓発と 

調査、収集を主な業務とする車両基地・拠点施設です。 

 

【土 地】 

 杉久保北一丁目３００外２８筆  ３,２９０.２４㎡ 

 

【建 物】 

 杉久保北一丁目４番１号  ８８４.８８㎡ 

面積(㎡) 構造 竣工年月日 備考 

事務所棟 ７２８.２８ 鉄骨造２階建 平成１１年１０月１日 〇H８.２.２７永池川河

川改修事業で県に

一部売却 

〇H２０.８.１４道路拡

幅のため一部市道

へ(９.２３㎡) 

車庫棟・倉庫棟 １３０.５０ 

軽量鉄骨造 平成３１年２月２８日 (うち車庫部分 ９８.７５) 

(うち倉庫部分 ３１.７５) 

自転車置場 ２６.１０ 鉄骨造 昭和５４年１０月１日 

 

 【車両台数】 (令和６年度) 

塵芥収集車(３ｔ) ２５台(うちリース車１２台) 

箱型トラック ４台 

し尿車(１.８kℓ) ２台 

軽トラック ５台 

軽貨物車 ２台 

 

４ 第二高齢者生きがい会館(施設は、地域包括ケア推進課が管理) 

 粗大ごみの戸別収集予約受付、持ち込み受付、再生家具等の販売

を行っています。 

 

【土 地】 

 杉久保北二丁目２８９外５筆  １,２２８.１２㎡ 

 

【建 物】 

 杉久保北二丁目１番１０号  ２９９.８９㎡ 

面積(㎡) 構造 開所年月日 

第二高齢者生きがい会館 ２９９.８９ 鉄骨造平屋建 平成３１年４月１日 

 

【再生家具販売件数】 

  Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

件数 1,973 2,786 3,165 3,037 3,197 

金額(円) 3,134,500 2,976,500 2,793,100 2,727,100 2,803,000 

 

 

【参 考】 

 海老名市リサイクルプラザ 

 平成１３年１０月に、ごみの減量化、資源化について学んでもらう施設として開館。家庭から粗大ごみとして排

出された家具等を、補修し、廉価で販売していた。また、平成１８年１１月からは、即日販売する方法を追加。こ

のほか、研修室、リフォーム室、図書コーナーを設け、さらに不用品として無償で提供された小物類を、随時販

売・交換するリサイクルも実施していた。 平成２９年１０月から隣接する資源化センターの大規模改修工事に伴

い休館。平成３１年４月１日に閉館。 



   

５ その他の施設 

① 土 地 

名 称 
所  在  地 面積(公簿) 備      考 

(用途) 

第１本郷 

最終処分場 

(一般廃棄物) 

本郷字上星谷３８８５－１ 

外２８筆 
１１,６３２.７８㎡ 

使用開始 昭和４２年４月 

埋立終了 平成１５年３月 

面積のうち、本郷３８８５-

３、３９６２-３ は、横須賀

市上下水道局から借地 

(１,００７.７８㎡) 

第２本郷 

最終処分場 

(一般廃棄物) 

本郷字下星谷３４９４ 

外２２筆 
４,８５３.㎡ 

使用開始 昭和４９年１２月 

(現在は道路管理課が借地) 

合  計     １６,４８５.７８㎡     

 

 ② 災害対策用し尿貯蔵施設 

名 称 所 在 地 貯留能力 施   設 設置年月日 

災害対策用 

し尿貯蔵施設 

本郷字上星谷 

３９７２(第１本郷最

終処分場内) 

４３.４ｔ 
タンク２基 

２１.７ｔ×２基 
昭和６１年３月３１日 

 

  



Ⅳ 環境美化 

１  地域美化の推進 

(１) 美化デー 

美化の推進及び美化意識の高揚を図ることを目的として、地域で自主的に行われている 

清掃活動について、ごみの収集やごみ袋の配布などの支援を行っています。 

   令和６年度 実施回数：324回 、ごみ袋使用枚数：9,235枚 

 

(２) きれいなまちづくり事業 

自治会、老人会、子ども会、ＰＴＡ、ＮＰＯ法人のいずれかであって、下記要件を備えている団体に対 

して、平成１８年４月から奨励金の交付を行っています。 

ア 実施団体の構成               イ 実施内容(重複活動あり) 

 

ウ 奨励金交付状況(実施団体) 

  Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

奨励金 

交付額(円) 
1,419,000 1,000,000 1,036,000 978,000 922,000 

延べ 

活動実施月数 
473 500 518 489 461 

団体数 53 48 46 42 40 

１団体当たり 

平均交付額(円) 
26,774 20,833 22,522 23,826 23,050 

 

(３)  えびなっ子スクール・出前講座(ごみ減量化・資源化) 

実施日 会場 参加人数 

令和６年５月29日 大谷小学校（４年生） 93人 

令和６年７月23日 柏ケ谷小学校（３・４年生） 23人 

 

(４) 動画での分別啓発 

YouTubeにて啓発動画を配信 

 

 

 

 

 

  Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 
   Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

自治会 

町内会 
25 25 23 21 21 

 

地域 

道路清掃 
53 48 46 42 40 

老人会 16 15 15 14 14 
 

駅前・繁華街の 

清掃 
8 17 17 18 16 

子ども会 6 3 3 3 3 
 

ごみ散乱防止 

花プランター設置管理 
8 0 0 0 0 

ＰＴＡ 6 5 5 4 2 
 

不法投棄防止 

パトロール 
14 25 24 29 24 

NPO法人 0 0 0 0 0 
 

減量化資源化のための 

分別及び啓発活動 
7 23 21 24 20 

合 計 53 48 46 42 40 
 

その他 1 0 0 0 0 



２  美化指導・啓発ほか 

 ポイ捨て・路上喫煙対策 

○美化推進重点地区 

海老名駅周辺・さがみ野駅周辺・かしわ台駅周辺・厚木駅周辺 

        

〇路上喫煙禁止地区 

海老名駅周辺  

※海老名駅西口の喫煙所を令和５年９月３０日に廃止しました。 

   

○美化推進員制度 

海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例第１３条の規定に基づき、下記業務を委嘱 

①空き缶等及び吸殻等の散乱防止に関する啓発、指導(ポイ捨て指導含む) 

②路上喫煙禁止地区内での喫煙の禁止に関する啓発、勧告、命令等 

③飲料及びたばこの自動販売機の調査 

④空き缶等および吸殻等散乱物の処理 

⑤関係行政機関との連絡調整(ポイ捨て、不法行為等法令違反行為) 

⑥その他市が必要と認める事項(歩行喫煙の調査と啓発、指導) 

 

【美化推進地区】 

・中止指導…ポイ捨て者への行為中止及び投棄物自主回収指導、歩行喫煙抑制の協力依頼 

・啓発…立ち止まって喫煙している方等へのポイ捨て未然防止呼びかけ 

【路上喫煙禁止地区】 

・勧告…禁止地区内で喫煙している方への指導 

・案内…喫煙場所へ案内 

・指導…喫煙所内指導(ex加熱式たばこ専用の喫煙所で紙巻たばこを吸っている場合) 

 

年 度 
美化推進重点地区 路上喫煙禁止地区 

中止指導 啓発 勧告 案内 指導 

R２ 47 125 551 115 274 

R３ 52 103 528 48 283 

R４ 29 127 509 65 145 

R５ 21 84 553 62 67 

R６ 30 125 696 95 6 
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３ 動物死体処理 

動物死体処理の推移 

年度 
所有者不明 動物 

未発見※ 犬 猫 他動物 計 

Ｒ２ 0 266 253 519 43 

Ｒ３ 0 234 273 507 36 

Ｒ４ 0 175 273 448 30 

Ｒ５ 1 158 331 490 40 

Ｒ６ 1 101 316 418 23 

※通報等により回収に行ったが、何らかの事情で死体が発見できなかったものをいう。 
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Ⅴ 参考資料 

１ 条例・規則 

（１）海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例 

平成５年３月２６日 

条例第８号 

（目的） 

第１条 この条例は、廃棄物の減量化及び資源化を促進するとともに、廃棄物の適正処理及び地

域の清潔の保持を推進することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環

して利用されるまちづくりを図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とす

る。 

（平成２２条例４２・一部改正） 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律

第１３７号。以下「法」という。）の例による。 

２ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 減量化 廃棄物の発生及び排出を抑制することをいう。 

(２) 資源化 活用されなければ不要である物又は廃棄物を再び使用し、原材料又は熱源とし

て利用すること等をいう。 

(３) 集積所 一般廃棄物処理計画に従って収集する一般廃棄物が排出される所定の場所をい

う。 

（平成２２条例４２・一部改正） 

（市の責務） 

第３条 市は、減量化及び資源化に関し市民の自主的な活動の促進を図り、廃棄物の発生及び排

出の抑制並びにその適正処理の推進に必要な措置を講ずるとともに、地域の清潔の保持の推進

に努めなければならない。 

２ 市は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備、市民及び事業者の参加及

び協力の推進その他必要な措置を講じなければならない。 

３ 市は、前２項に定める責務を果たすため、必要と認められる情報の収集、調査研究等に努め

なければならない。 

（平成２２条例４２・一部改正） 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量

に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、再生利用等の容易な製品、容器等の開発を

行い、その製品、容器等の再生利用等適正な処理方法についての情報を市民に提供し、再生資

源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律第４８号）第２条第４項に規定する

再生資源をいう。）及び再生品を積極的に利用すること等により、資源化に努めるとともに、

廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないよう必要な措置を講じ、

その回収等に努めなければならない。 

３ 事業者は、廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理並びに地域の清潔の保持に関する市の

施策に協力しなければならない。 

（平成１５条例１９・平成２２条例４２・一部改正） 



（市民の責務） 

第５条 市民は、廃棄物の発生及び排出を抑制し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分し、再

生品等の使用及び活用を図り、廃棄物の分別排出の促進等により減量化及び資源化をし、廃棄

物の適正処理及び排出場所等地域の清潔の保持を推進するとともに、その実施に当たっては、

相互に協力するよう努めなければならない。 

２ 市民は、廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理並びに地域の清潔の保持に関する市の施

策に協力しなければならない。 

（平成２２条例４２・一部改正） 

（相互協力等） 

第６条 市、事業者及び市民は、廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理並びに地域の清潔の

保持の推進に当たっては、相互に協力及び連携し合わなければならない。 

（平成２２条例４２・一部改正） 

（清潔の保持等） 

第７条 何人も、地域の清潔の保持に努めなければならない。 

２ 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その所有し、占有し、又は管理する土地に廃棄

物が捨てられることのないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（海老名市廃棄物対策推進員） 

第８条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理並び

に地域の清潔の保持の推進に熱意と識見を有する者のうちから、海老名市廃棄物対策推進員

（以下「推進員」という。）を委嘱する。 

２ 推進員は、一般廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理並びに地域の清潔の保持の推進に

関する市の施策への協力その他の活動を行う。 

（平成２２条例４２・一部改正） 

（一般廃棄物処理計画） 

第９条 市は、法第６条第１項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、一般廃棄物の処理を総

合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 市長は、一般廃棄物処理計画を策定したときは、必要な事項について告示するものとする。 

（占有者等の協力義務） 

第１０条 土地又は建物の占有者（占有者がいない場合には管理者とする。以下「占有者等」と

いう。）は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容

易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処分するように努めるとともに、自ら

処分できない一般廃棄物については、市の一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に

分別し、収集日に集積所又は規則で定める戸建て住宅の占有者等が搬出する集積場所（以下

「集積所等」という。）に搬出する等市が行う収集、運搬及び処分に協力しなければならな

い。 

２ 占有者等は、市が収集し、運搬し、及び処分する一般家庭から排出される一般廃棄物を搬出

するときは、規則で定める収集袋（以下「指定収集袋」という。）を使用しなければならな

い。ただし、規則で定めるものについてはこの限りでない。 

３ 占有者等は、次に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従うものと

し、集積所等へ搬出してはならない。 

(１) 有毒性物質を含むもの 

(２) 著しく悪臭を発するもの 

(３) 爆発等危険性のあるもの 



(４) 粗大ごみ（規則で定める大きさを有する物品をいう。以下同じ。） 

(５) 前各号に定めるもののほか、市の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるもの 

４ 市長は、占有者等が前３項の内容に従わず、一般廃棄物を搬出していると認めたときは、当

該占有者等に対し改善その他必要な措置を講じるよう勧告することができる。 

５ 市長は、前項の勧告に従わなかった占有者等に対して、当該一般廃棄物の収集を拒否するこ

とができる。 

６ 占有者等は、一般廃棄物又は第１５条に規定する産業廃棄物を市又は高座清掃施設組合の施

設へ搬入しようとする場合には、あらかじめ市の施設にあっては市長の、高座清掃施設組合の

施設にあっては市長及び高座清掃施設組合長の承認を得なければならない。 

（平成２２条例４２・平成２９条例２７・平成３０条例４４・一部改正） 

（多量排出者の義務） 

第１１条 市長は、占有者等のうち事業活動に伴って生じた一般廃棄物（以下「事業系一般廃棄

物」という。）を多量に排出し、かつ、市の一般廃棄物処理計画に著しい影響があると認める

ときは、当該事業系一般廃棄物を排出する者（以下「多量排出者」という。）に対して、事業

系一般廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理を図るように指示することができる。 

２ 多量排出者は、前項の規定による指示を受けたときは、一般廃棄物の処理に関する実績並び

に減量化及び資源化に関する計画書（以下「減量化等計画書」という。）を市長に提出し、協

議しなければならない。 

（平成２２条例４２・一部改正） 

（多量排出者への改善勧告） 

第１２条 市長は、多量排出者が前条第２項に規定する減量化等計画書に基づいても、なお、事

業系一般廃棄物の減量化及び資源化が図られていないと認めるときは、改善その他必要な措置

を講ずるよう勧告することができる。 

（平成２２条例４２・平成３０条例４４・一部改正） 

（廃棄物の自己処理の基準） 

第１３条 占有者等は、廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、廃棄物の処理及び

清掃に関する法律施行令（昭和４６年政令第３００号。以下「政令」という。）第３条、第４

条の２又は第６条に定める基準に従い処理しなければならない。 

（平成１５条例４・一部改正） 

（市が処理する事業系一般廃棄物） 

第１４条 市長は、事業者が事業系一般廃棄物を自ら適正に処理することが困難である等やむを

得ない事情があると認めるときは、第４条第１項の規定にかかわらず、その処理をすることが

できる。この場合において、市長は、当該事業者に対し、その処理について必要な指示をする

ことができる。 

（平成１５条例４・追加、平成２２条例４２・旧第１３条の２繰下） 

（市が処分する産業廃棄物） 

第１５条 法第１１条第２項の規定により市が処分する産業廃棄物は、一般廃棄物の処分に支障

のない範囲内で市長が定めて告示する。 

（平成２２条例２７・一部改正、平成２２条例４２・旧第１４条繰下） 

（適正処理困難物の指定等） 

第１６条 市長は、製品、容器等で、廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となる

ものを適正処理困難物として指定することができる。 

２ 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その回収等の措置を



講ずるように要請することができる。 

（平成２２条例４２・旧第１５条繰下） 

（適正包装の推進） 

第１７条 市長は、適正な包装の推進を図るため、事業者に対し過剰包装等の抑制など必要な協

力を求め、事業者及び市民の意識の啓発に努めなければならない。 

２ 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な容器、包装材等を

使用するように努めるとともに、使用後の容器、包装材等の回収を行うこと等により、減量化

及び資源化の推進に努めなければならない。 

（平成２２条例４２・旧第１６条繰下） 

（資源物の収集又は運搬の禁止等） 

第１８条 市（市長が指定する者を含む。）以外の者は、集積所に排出された次に掲げる物を収

集し、又は運搬してはならない。 

(１) 紙 

(２) 布 

(３) 缶 

(４) びん 

(５) ペットボトル 

(６) プラスチック 

(７) 金属製の物 

(８) 金属製の部品を使用している物 

２ 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、当該行為を行わないよう命ずることが

できる。 

（平成２２条例４２・追加） 

（報告の徴収等） 

第１９条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物の減量化及び資源化並び

に適正処理を確保するため必要があると認めるときは、占有者等に対し、当該一般廃棄物の処

理に関し必要な報告を求め、又は指示することができる。 

（平成２２条例４２・旧第１７条繰下・一部改正） 

（立入調査） 

第２０条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等の土地又は建

物に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 

（平成２２条例４２・旧第１８条繰下） 

（改善命令） 

第２１条 市長は、廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、第１３条の規定に従い処理しな

かった者に対し必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

（平成２２条例４２・旧第１９条繰下） 

（縦覧等の対象施設） 

第２２条 法第９条の３第２項（同条第９項において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定

による同条第１項に規定する調査（以下「生活環境影響調査」という。）の結果を記載した書

類（以下「調査書」という。）の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる

一般廃棄物処理施設（以下「対象施設」という。）の種類は、次のとおりとする。 

(１) 政令第５条第１項に規定するごみ処理施設 

(２) 政令第５条第２項に規定する一般廃棄物の最終処分場 



（平成１５条例４・追加、平成２２条例４２・旧第１９条の２繰下、平成２３条例１・

一部改正） 

（縦覧の場所及び期間） 

第２３条 市長は、法第９条の３第２項の規定により調査書を縦覧に供するときは、調査書の縦

覧場所を告示するものとし、調査書の縦覧の期間は、当該告示の日の翌日から起算して１月間

とする。 

（平成１５条例４・追加、平成２２条例４２・旧第１９条の３繰下） 

（意見書の提出先及び提出期限） 

第２４条 前条の規定により市長が調査書を縦覧に供したときは、当該対象施設の設置又は変更

に関し利害関係を有する者は、同条の縦覧期間満了の日の翌日から起算して２週間を経過する

日までに、市長に対して生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。 

（平成１５条例４・追加、平成２２条例４２・旧第１９条の４繰下） 

（環境影響評価との関係） 

第２５条 対象施設の設置又は変更に関し、環境影響評価法（平成９年法律第８１号）又は神奈

川県環境影響評価条例（昭和５５年神奈川県条例第３６号）に基づく環境影響評価（生活環境

影響調査に相当する内容を有するものに限る。）に係る告示、縦覧等の手続を経たものは、前

２条に定める手続を経たものとみなす。 

（平成１５条例４・追加、平成２２条例４２・旧第１９条の５繰下） 

（他の市町村の長との協議） 

第２６条 市長は、生活環境影響調査を実施した地域に他の市町村の区域が含まれる場合には、

当該市町村の長に対し調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書を提出する機会の

付与の手続の実施について協議するものとする。 

（平成１５条例４・追加、平成２２条例４２・旧第１９条の６繰下） 

（一般廃棄物の処理手数料） 

第２７条 一般廃棄物の処理手数料は、別表第１に掲げる額とする。 

２ 市長は、前項の規定にかかわらず、災害その他規則で定める事由があると認めるときは、手

数料を免除することができる。 

３ 前２項に定めるもののほか、手数料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平成９条例２・平成１１条例３２・一部改正、平成２２条例４２・旧第２０条繰下、

平成２６条例４１・平成３０条例４４・一部改正） 

（産業廃棄物の処分費用） 

第２８条 法第１３条第２項の規定による産業廃棄物の処分費用は、別表第２に掲げる額とす

る。 

２ 前項に定めるもののほか、処分費用の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平成９条例２・一部改正、平成２２条例４２・旧第２１条繰下） 

（一般廃棄物処理業の許可申請手数料等） 

第２９条 法第７条第１項若しくは第６項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄

物処分業（以下「一般廃棄物処理業」という。）の許可を受けようとする者、法第７条の２第

１項の規定により一般廃棄物処理業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者又はこれらの

許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の際、次に掲げる手数料を納

付しなければならない。 

(１) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(２) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 １件につき １０，０００円 



(３) 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(４) 一般廃棄物処分業変更許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(５) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請手数料 １件につき ３，０００円 

(６) 一般廃棄物処分業許可証再交付申請手数料 １件につき ３，０００円 

２ 浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条第１項の規定により浄化槽清掃業の許可を受

けようとする者又は当該許可を受けた者で許可証の再交付を受けようとするものは、申請の

際、次に掲げる手数料を納付しなければならない。 

(１) 浄化槽清掃業許可申請手数料 １件につき １０，０００円 

(２) 浄化槽清掃業許可証再交付申請手数料 １件につき ３，０００円 

（平成１５条例４・平成１５条例１９・一部改正、平成２２条例４２・旧第２２条繰

下、平成３０条例４４・一部改正） 

（手数料等の還付） 

第３０条 既に納付した第２７条から前条までの手数料等は、還付しない。ただし、第２７条の

処理手数料及び第２８条の処分費用においては、規則で定める事由がある場合には、その全部

又は一部を還付することができる。 

（平成３０条例４４・追加、令和３条例２６・一部改正） 

（技術管理者の資格） 

第３１条 法第２１条第３項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。 

(１) 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（化学部門、上下

水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。） 

(２) 技術士法第２条第１項に規定する技術士（前号に該当する者を除く。）であって、１年

以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの 

(３) ２年以上法第２０条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

(４) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づく大学（短期大学を除く。次号において

同じ。）又は旧大学令（大正７年勅令第３８８号）に基づく大学の理学、薬学、工学若しく

は農学の課程において衛生工学（旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号におい

て同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、２年以上廃棄物の処理に関

する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(５) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくは

これらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて

卒業した後、３年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(６) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）若しくは

高等専門学校又は旧専門学校令（明治３６年勅令第６１号）に基づく専門学校の理学、薬

学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学（旧専門学校令に基づく専

門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。）若しくは化学工学に関する科目を修め

て卒業した（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）後、４年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(７) 学校教育法に基づく短期大学（同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。）若しくは

高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれら

に相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業し

た（同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。）後、５年以上廃棄物の処

理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(８) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令（昭和１８年勅令



第３６号）に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修め

て卒業した後、６年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(９) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校

において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した

後、７年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(１０) １０年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(１１) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者 

（平成２９条例２７・追加、平成３１条例２・一部改正、平成３０条例４４・旧第３０

条繰下） 

（委任） 

第３２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平成２２条例４２・旧第２３条繰下、平成２９条例２７・旧第３０条繰下、平成３０

条例４４・旧第３１条繰下） 

（罰則） 

第３３条 第１８条第２項の規定による命令に違反した者は、２００，０００円以下の罰金に処

する。 

（平成２２条例４２・追加、平成２９条例２７・旧第３１条繰下、平成３０条例４４・

旧第３２条繰下） 

（両罰規定） 

第３４条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は

人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し

て同条の罰金刑を科する。 

（平成２２条例４２・追加、平成２９条例２７・旧第３２条繰下、平成３０条例４４・

旧第３３条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１１条の規定は、公布の日から起算して４

月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。 

（第１１条に掲げる規定は、平成５年規則第１４号で平成５年７月２３日から施行） 

（平成９条例２・一部改正） 

（経過措置） 

２ 改正後の第２０条及び第２１条の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に行う処理又は処分に係る処理手数料又は処分費用について適用し、施行日前に行った処

理又は処分に係る処理手数料又は処分費用については、なお従前の例による。 

（消費税法の施行に伴う使用料の額の改定等に関する条例の一部改正） 

３ 消費税法の施行に伴う使用料の額の改定等に関する条例（平成元年条例第１５号）の一部を

次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

附 則（平成９年３月１９日条例第２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１０年３月３０日条例第１７号） 

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

附 則（平成１１年１２月１０日条例第３２号） 



この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則（平成１２年１２月２５日条例第５１号） 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行日前に収集の申込みを受けた一般廃棄物の処理に係る処理手数料について

は、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年３月３１日条例第４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、第１３条の２の改正規定、別表第

１上記以外の一般廃棄物（再商品化等ができる特定家庭用機器廃棄物を除く。）の部（１）の

項中イの改正規定、同部（２）の項中イの改正規定及び別表第２の改正規定は、平成１５年１

０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第２２条の規定は、平成１５年４月１日以後の許可申請に係る手数料から適用し、

同日前の許可申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年９月５日条例第１７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する条例別表第

１の規定は、平成１６年４月１日以降に依頼のあった場合の徴収事務から適用し、同日前に動

物の死体処理の依頼があった場合の徴収事務については、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年１１月２０日条例第１９号） 

この条例は、平成１５年１２月１日から施行する。 

附 則（平成２２年６月２２日条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２２年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表第１の規定は、平成２２年７月１日以後に行う収集、運搬及び処分に係る処理

手数料から適用し、同日前に行った収集、運搬及び処分に係る処理手数料については、なお従

前の例による。 

附 則（平成２２年１２月２７日条例第４２号） 

この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年２月８日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２日条例第４１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の第２７条第２項の規定は、この条例の施行の日以降に行う一般廃棄

物の処理に係る処理手数料から適用し、同日前に行った一般廃棄物の処理に係る処理手数料に

ついては、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年１０月３日条例第２７号） 

 



（施行期日） 

１ この条例は、平成２９年１２月１日から施行する。ただし、第２９条の次に１条を加える改

正規定は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に粗大ごみ収集の申込

み又は粗大ごみの搬入があったものから適用し、同日前に粗大ごみ収集の申込みがあったもの

については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ この条例による改正後の粗大ごみ収集の申込み及び粗大ごみの搬入に係る準備行為は、この

条例の施行の日前においても、行うことができる。 

附 則（平成３０年１２月３日条例第４４号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年９月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に収集する一般廃棄物

に係る処理手数料について適用し、同日前に収集する一般廃棄物に係る処理手数料について

は、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ この条例による改正後の処理手数料の徴収及び指定収集袋の交付その他の準備行為は、この

条例の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（平成３１年２月２７日条例第２号） 

この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年１２月１３日条例第２６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から

施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の別表第１の規定は、この条例の施行の日以後に行ったし尿の処理に

係る処理手数料に適用し、同日前に行ったし尿の処理に係る処理手数料については、なお従前

の例による。 

（準備行為） 

３ この条例による改正後の処理手数料の徴収に関し必要な手続その他の準備行為は、この条例

の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（令和５年９月１日条例第１９号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表第１（第２７条関係） 

（平成３０条例４４・全改、令和３条例２６・令和５条例１９・一部改正） 

種別 取扱区分 処理手数料 

し尿（定額制） 一般家庭及びこれに準ずるもので

常時利用人員及び量（１人につき

おおむね月３６リットル以内）が

一定のとき。 

１世帯につき１００円及び１人につき１

００円。ただし、１月に１回を超えて処

理するときは、その超えた処理１回につ

き２００円を加算する。 



工事、イベント等の現場におい

て、臨時に便所を設置するとき。 

便器１基１回の処理につき３，０００

円。ただし、便器１基に対し便槽１基の

便所で、その便槽の容量が３７５リット

ルを超えるときは、３７５リットルまで

ごとに３，０００円を加算する。 

し尿（従量制） 定額制による処理手数料の算出が

適当でないと市長が認めるとき。 

５０リットルにつき４００円 

汚水（家庭雑排水）  １，８００リットルにつき１，０００円 

 

 

第１０条第２項の一

般廃棄物（再商品化

等ができる特定家庭

用機器廃棄物を除

く。） 

市が、指定収集袋により集積所等

に搬出されたものを定期（市長が

地区ごとに定めた期日をいう。以

下同じ。）に収集、運搬及び処分

をするとき。 

指定収集袋１袋につき、容量１リットル

当たり２円とし、８０円を超えない範囲

内で規則で定める指定収集袋の処理手数

料の額 

第１０条第３項第４

号の粗大ごみ 

市が、粗大ごみを収集、運搬及び

処分をするとき。 

１個につき７００円を超えない範囲内で

規則で定める粗大ごみの処理手数料の額 

排出者が、粗大ごみを市長の指定

する場所に運搬し、市が処分をす

るとき。 

１個につき３００円を超えない範囲内で

規則で定める粗大ごみの処理手数料の額 

事業系一般廃棄物 排出者が、市長が承認したものを

市長の指定する処理施設に運搬す

るとき。 

１キログラムにつき１０円 

備考 

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

（１） 再商品化等 特定家庭用機器再商品化法（平成１０年法律第９７号）第２条第１

項及び第２項に規定する行為をいう。 

（２） 特定家庭用機器廃棄物 特定家庭用機器再商品化法施行令（平成１０年政令第３

７８号）第１条に規定する機械器具が廃棄物になったものをいう。 

２ 処理手数料を算出する場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、それぞ

れ当該各号に定めるところにより計算する。 

（１） し尿の処理手数料を算出する基礎となる数量が、５０リットル未満のとき又はそ

の数量に５０リットル未満の端数があるとき 当該数量を５０リットルとして計算す

る。 

（２） 事業系一般廃棄物の処理手数料を算出する基礎となる数量が、１キログラム未満

のとき又はその数量に１キログラム未満の端数があるとき 当該数量を１キログラムと

して計算する。 

 

 

 

 

 



別表第２（第２８条関係） 

（平成１５条例４・全改、平成２２条例４２・一部改正） 

種別 取扱区分 費用 

産業廃棄物 （１） 第１５条の規定により市長が

認めた産業廃棄物を市長の指定する

処理施設に自己搬入するとき。 

１キログラムにつき １０円 

（２） 市が処分するとき。 １立方メートルにつき ２，

５００円 

備考 

産業廃棄物の処分に要する費用を算出する基礎となる数量が、１キログラム若しくは１立

方メートル未満のとき又はその数量に１キログラム若しくは１立方メートル未満の端数があ

るときは、その数量を１キログラム若しくは１立方メートルとして計算する。 

 

 

改正 平成 9年 3月 19日条例第 2号 

平成 10年 3月 30 日条例第 17号 

平成 11年 12月 10日条例第 32号 

平成 12年 12月 25日条例第 51号 

平成 15年 3月 31 日条例第 4号 

平成 15年 9月 5日条例第 17 号 

平成 15年 11月 20日条例第 19号 

平成 22年 6月 22 日条例第 27号 

平成 22年 12月 27日条例第 42号 

平成 23年 2月 8日条例第 1号 

平成 26年 12月 2日条例第 41号 

平成 29年 10月 3日条例第 27号 

平成 30年 12月 3日条例第 44号 

平成 31年 2月 27 日条例第 2号 

令和 3年 12月 13 日条例第 26号 

令和 5年 9月 1日条例第19号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２） 海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則 

平成５年３月２６日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号。以下

「法」という。）及び浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）並びに海老名市廃棄物の減量化、

資源化、適正処理等に関する条例（平成５年条例第８号。以下「条例」という。）の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(１) 粗大ごみ 一般家庭の日常生活において不用とされた耐久消費財等の固形廃棄物で、い

ずれか一辺の長さ又は直径が５０センチメートル以上３メートル未満のものをいう。ただし、

市長が別に定めるものを追加し、又は除くことができるものとする。 

(２) 許可業者 法第７条第１項若しくは第６項、法第７条の２第１項又は浄化槽法第３５条

第１項の規定に基づき、市長が許可した者をいう。 

（平成１５規則３４・平成２９規則２５・一部改正） 

（清掃指導員） 

第３条 占有者等に対し、廃棄物の減量化及び資源化並びに適正処理並びに地域の清潔の保持

に関して主として啓発指導の職務を行わせるため、市に清掃指導員を置く。 

２ 清掃指導員は、市職員のうちから市長が任命する。 

（平成２３規則６・一部改正） 

（事業の許可申請等） 

第４条 法第７条第１項及び第６項の規定による一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処

分業又は浄化槽法第３５条第１項に規定する浄化槽清掃業（以下これらを「事業」という。）

の許可を受けようとする者は、それぞれ次に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。 

(１) 一般廃棄物処理業許可申請書（収集・運搬）（第１号様式） 

(２) 一般廃棄物処理業許可申請書（処分業）（第２号様式） 

(３) 浄化槽清掃業許可申請書（第３号様式） 

２ 一般廃棄物処理業の許可を受けた者で、法第７条の２第１項の規定による事業範囲の変更

の許可を受けようとするものは、一般廃棄物処理業許可事項変更申請書（第４号様式）を市長

に提出しなければならない。 

３ 法第７条の２第３項及び浄化槽法第３７条の規定による変更をした許可業者は、許可事項

変更届（第５号様式）を市長に提出しなければならない。 

（平成１５規則３４・平成１８規則１３・一部改正） 

（事業の許可基準） 

第５条 前条第１項及び第２項の申請に対する許可の基準は、法及び浄化槽法並びにこれらに

よる命令の定めるところによるほか、申請者が自ら事業を実施する者であることとする。 

（許可証の交付） 

第６条 市長は、法第７条第１項若しくは第６項又は浄化槽法第３５条第１項の許可をしたと

きは、それぞれ次に掲げる許可証を許可業者に対し交付する。 

(１) 一般廃棄物処理業許可証（収集・運搬）（第６号様式） 

(２) 一般廃棄物処理業許可証（処分業）（第７号様式） 



(３) 浄化槽清掃業許可証（第８号様式） 

２ 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 

（平成１５規則３４・平成１８規則１３・一部改正） 

（許可証の再交付） 

第７条 許可業者は、許可証を亡失し、毀損し、又は汚損したときは、速やかに、その旨を市

長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。 

２ 前項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書（第９号様

式）を市長に提出しなければならない。 

（平成１８規則１３・令和６規則３２・一部改正） 

（事業の廃止等の届出） 

第８条 許可業者は、法第７条の２第３項の規定により事業の全部又は一部を廃止したとき

は、廃止した日から１０日以内に一般廃棄物処理業事業廃止（一部廃止）届（第１０号様式）

を市長に提出しなければならない。 

２ 許可業者は、浄化槽法第３８条の規定により事業を廃止したときは、廃止した日から３０

日以内に浄化槽清掃業廃止届（第１１号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 許可業者は、事業の全部又は一部を休止したときは、休止した日から１０日以内に一般廃

棄物処理業事業休止（一部休止）届（第１２号様式）を市長に提出しなければならない。 

（平成１８規則１３・一部改正） 

（許可の取消し等） 

第９条 市長は、法第７条の３又は浄化槽法第４１条第２項の規定により、事業の全部又は一

部の停止を命ずるときは、事業停止命令書（第１３号様式）により行うものとする。 

２ 市長は、法第７条の４第１項若しくは第２項又は浄化槽法第４１条第２項の規定により許

可を取り消すときは、許可取消書（第１４号様式）により行うものとする。 

（平成１８規則１３・全改） 

（許可証の返還） 

第１０条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可証を市長に返還しなけれ

ばならない。 

(１) 許可の有効期間が満了したとき。 

(２) 許可を取り消されたとき。 

(３) 事業を廃止したとき。 

２ 許可業者は、前条の規定により事業の全部の停止を命ぜられた場合又は第８条第３項の規

定により事業の全部を休止した場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。 

（実績報告） 

第１１条 許可業者は、毎月１０日までに、前月の事業実績をそれぞれ次に掲げる報告書によ

り市長に報告しなければならない。 

(１) 一般廃棄物処理事業（収集・運搬）実績報告書（第１５号様式） 

(２) 一般廃棄物処理事業（処分業）実績報告書（第１６号様式） 

(３) 浄化槽清掃事業実績報告書（第１７号様式） 

（平成１８規則１３・一部改正） 

（集積所等） 

第１１条の２ 条例第１０条第１項に規定する規則で定める戸建て住宅の占有者等が搬出する

集積場所は、各住戸の敷地と道路（私道を含む。）の境界付近の当該敷地内とする。 

２ 前項の集積場所に搬出する一般廃棄物は、次条第１項の収集袋を使用するもの（燃やせな



いごみを除く。）に限る。 

３ 条例第１０条第１項の規定による協力は、占有者等が集積所等を適切かつ清潔に管理する

ことその他市が行う収集、運搬及び処分に困難が生じないようにすることをいう。 

（令和元規則２２・追加、令和４規則２・一部改正） 

（指定収集袋） 

第１１条の３ 条例第１０条第２項の規則で定める収集袋（以下「指定収集袋」という。）の

種類及び容量は、別表に定めるものとする。 

２ 条例別表第１に規定する規則で定める指定収集袋の処理手数料の額は、別表に定めるもの

とする。 

３ 条例第１０条第２項の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。 

(１) 資源化を目的として分別収集するもの 

(２) ボランティア清掃ごみ（ボランティア活動として行う道路、公園その他の公共施設の清

掃活動により生じた一般廃棄物をいう。） 

(３) 落ち葉、雑草 

(４) 紙おむつ（飼養し、又は保管する動物のものを除く。） 

(５) 粗大ごみ 

(６) 市が別に定める袋を使用して、燃やせるごみ又は燃やせないごみを排出する場合 

４ 前項第１号から第４号までの一般廃棄物を排出する方法については、市長が別に定める。 

（令和元規則２２・追加） 

（廃棄物搬入の承認申請） 

第１２条 条例第１０条第６項の規定による承認を得ようとする者（以下「承認申請者」とい

う。）は、搬入承認申請書（一般廃棄物・産業廃棄物）（第１８号様式）を市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請を承認したときは、搬入承認書（一般廃棄物・産業廃棄物）

（第１９号様式）を承認申請者に交付する。 

（平成１８規則１３・令和元規則２２・一部改正） 

（多量排出者等） 

第１３条 条例第１１条第１項に規定する多量排出者は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

(１) 前年度において毎月１トン以上の事業系一般廃棄物を継続して排出した者 

(２) 前年度において１２トン以上の事業系一般廃棄物を排出した者 

(３) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 

２ 条例第１１条第１項の規定による指示を受けた者は、一般廃棄物減量化等計画書（第２０

号様式）を指示を受けた日から３０日以内に市長に提出しなければならない。 

（平成５規則１５・追加、平成１５規則５・平成１８規則１３・一部改正、平成２３規則６・

旧第１２条の２繰下） 

（資源物の収集又は運搬の禁止命令） 

第１４条 条例第１８条第２項の規定による命令は、収集・運搬禁止命令書（第２１号様式）

により行う。 

（平成２３規則６・追加） 

（身分証明書の携帯） 

第１５条 条例第２０条の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す身分証明書（第

２２号様式）を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 



（平成２３規則６・追加） 

（処理手数料の算出基礎） 

第１６条 し尿の処理手数料を算出する基礎となる世帯人員は、毎月１日現在における人員に

よる。ただし、月の途中から使用を開始した世帯については、その開始した日の人員とし、月

の途中で廃止した世帯については、その月の１日現在の人員によるものとする。 

（平成２３規則６・旧第１３条繰下） 

（粗大ごみの処理手数料） 

第１７条 条例別表第１に規定する規則で定める粗大ごみの処理手数料の額は、次の表の左欄

に掲げる区分別に、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げる額とする。 

区分 いずれか一辺の長さ若しくは直径が５０センチメートル以上１メートル未満のもの又は市

長が別に定めるもの いずれか一辺の長さ若しくは直径が１メートル以上３メートル未満のも

の又は市長が別に定めるもの 

市が、粗大ごみを収集、運搬及び処分をするとき。 ５００円 ７００円 

排出者が、粗大ごみを市長の指定する場所に運搬し、市が処分をするとき。 ２００円

 ３００円 

（平成２９規則２５・追加、令和元規則２２・一部改正） 

（手数料等の徴収方法） 

第１８条 条例第２７条の一般廃棄物の処理手数料、条例第２８条の産業廃棄物の処分費用及

び条例第２９条各号に掲げる手数料（以下これらを「手数料等」という。）は、次の各号の定

めるところにより徴収する。 

(１) 条例別表第１の事業系一般廃棄物の処理手数料、条例第２８条の産業廃棄物の処分費用

及び条例第２９条各号に掲げる手数料の徴収は、市長が別に定める納入通知書により行う。 

(２) 条例別表第１のし尿（定額制）、し尿（従量制）及び汚水（家庭雑排水）の処理手数料

（以下「し尿等処理手数料」という。）の徴収は、市が収集するまでに市長又は市長が地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の２第１項の規定により当該手数料の収納に関す

る事務を委託した者に納付し、当該手数料を納付した者に対し、市長が別に定めるし尿等収集

シールを交付することにより行う。 

(３) 条例別表第１の市が、指定収集袋により集積所等に搬出されたものを定期（市長が地区

ごとに定めた期日をいう。）に収集、運搬及び処分をするときの処理手数料（以下「指定収集

袋の処理手数料」という。）の徴収は、市が収集するまでに市長又は市長が地方自治法第２４

３条の２第１項の規定により当該手数料の収納に関する事務を委託した者に納付し、当該手数

料を納付した者に対し、指定収集袋を交付することにより行う。 

(４) 条例別表第１の粗大ごみの処理手数料の徴収は、次に掲げるとおりとする。 

ア 市が、粗大ごみを収集、運搬及び処分するとき 市が収集するまでに市長又は市長が地方

自治法第２４３条の２第１項の規定により当該手数料の収納に関する事務を委託した者に納付

し、当該手数料を納付した者に対し、市長が別に定める粗大ごみ収集シールを交付することに

より行う。 

イ 排出者が、粗大ごみを市長の指定する場所に運搬し、市が処分するとき 排出者が市長の

指定する場所に運搬したときに行う。 

２ 手数料等の納付期限は、前項第１号については納入通知書に指定するところにより、同項

第２号、第３号及び第４号アについては交付時、同項第４号イについては運搬時とする。 

３ 第１項第２号のし尿等収集シール又は同項第４号アの粗大ごみ収集シールの交付を受けた

者は、市が収集するまでに次の各号の定めるところにより当該シールを表示しなければならな



い。 

(１) し尿等収集シール くみ取り作業場所から見える位置に貼付する。 

(２) 粗大ごみ収集シール 市が収集する粗大ごみに貼付する。 

４ 前３項の規定にかかわらず、手数料及び費用の徴収について、市長が特に他の方法による

ことが適当と認めるときは、その方法によることができる。 

（平成１５規則２７・一部改正、平成２３規則６・旧第１４条繰下・一部改正、平成２４規則

６・一部改正、平成２９規則２５・旧第１７条繰下、令和元規則２２・令和３規則３３・令和

６規則１７・令和６規則３２・一部改正） 

（手数料の免除の申請等） 

第１９条 条例第２７条第２項の規則で定める事由は、次に掲げるものとする。この場合にお

いて、第１号から第７号までの規定による免除は重複して行わない。 

(１) 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定により生活保護を受けている者が属す

る世帯が、指定収集袋の処理手数料及び粗大ごみの処理手数料を納付するとき。 

(２) 児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）の規定により児童扶養手当を受けている

者が属する世帯が、指定収集袋の処理手数料を納付するとき。 

(３) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和３９年法律第１３４号）に規定する特別

児童扶養手当を受けている者が属する世帯が、指定収集袋の処理手数料を納付するとき。 

(４) 海老名市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例（平成３年条例第３４号）に規定す

る医療費助成を受けている者が属する世帯が、指定収集袋の処理手数料を納付するとき。 

(５) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項に規定する身体障害者

手帳の交付を受け、障害の程度が１級又は２級と記載されている者が属し、かつ、市町村民税

の非課税世帯が、指定収集袋の処理手数料を納付するとき。 

(６) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第２

項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が１級と記載されている者が

属し、かつ、市町村民税の非課税世帯が、指定収集袋の処理手数料を納付するとき。 

(７) 神奈川県療育手帳制度実施要綱（昭和４９年２月１日適用）に規定する療育手帳の交付

を受け、障害の程度がA１又はA２と記載されている者が属し、かつ、市町村民税の非課税世帯

が、指定収集袋の処理手数料を納付するとき。 

(８) 災害等により損害を受けた者が、その災害により発生した条例別表第１に定める一般廃

棄物の処理手数料を納付するとき。 

(９) その他市長が特に必要と認めるとき。 

２ 条例第２７条第２項の規定により手数料の免除を受けようとする者は、一般廃棄物処理手

数料免除申請書（第２３号様式）を市長に提出しなければならない。ただし、前項第１号（指

定収集袋の処理手数料に限る。）及び第２号から第８号までの規定の適用を受ける場合には、

この限りでない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、一般廃棄物処理手数

料免除決定通知書（第２４号様式）により、当該申請を行った者に通知するものとする。 

４ 第１項第１号から第７号までの規定による指定収集袋の処理手数料の免除は、免除事由に

該当する者が属する世帯に対し、別表第２に定める世帯人数の区分に応じ、それぞれ同表に定

める燃やせるごみ及び燃やせないごみの容量に相当する量の指定収集袋の交付をもって行うも

のとする。 

５ 前項の規定において、年度の途中に第１項第１号から第７号までのいずれかに該当した場

合については、該当した日の属する月から当該月の属する年度末までの月数を１２で除して得



た値に前項に規定する指定収集袋の枚数を乗じて得た数（端数があるときは、端数を切り上げ

た数）に相当する量の指定収集袋を交付することとする。 

（平成９規則９・平成１８規則１３・一部改正、平成２３規則６・旧第１５条繰下・一部改

正、平成２９規則２５・旧第１８条繰下、令和元規則２２・令和６規則３２・一部改正） 

（手数料等の還付） 

第２０条 条例第３０条ただし書の規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

(１) 指定収集袋を所有している占有者等が、市外に転出し、指定収集袋を返納するとき。 

(２) し尿等収集シールを所有している占有者等が、市外に転出し、又は市内のし尿等のくみ

取り作業が発生しない場所へ転居したことにより、し尿等収集シールを返納するとき。 

(３) 市が、粗大ごみを収集、運搬及び処分をするときにおいて、占有者等が市外に転出し、

又は粗大ごみの排出を中止したことにより、粗大ごみシール収集シールを返納するとき。 

(４) 処理手数料に過誤納が生じたとき。 

(５) その他市長が特別な理由があると認めたとき。 

（令和元規則２２・追加、令和３規則３３・一部改正） 

（し尿・汚水の処理の申込み） 

第２１条 占有者等は、し尿又は汚水の処理を新たに受けようとする場合は、事前にし尿・汚

水処理申込書（第２５号様式）により市長に申し込むものとする。 

２ 前項の規定により申込みをした事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なけれ

ばならない。 

（平成１８規則１３・一部改正、平成２３規則６・旧第１６条繰下・一部改正、平成２９規則

２５・旧第１９条繰下、令和元規則２２・旧第２０条繰下・一部改正） 

（集積所の設置等） 

第２２条 占有者等は、地域の状況に鑑み清潔の保持に困難が生じない範囲として、４戸以上

の敷地を含む一団の区域において、集積所を設置するものとする。ただし、市長が特に認めた

場合は、この限りでない。 

２ 集積所における占有者等を代表する者（以下「代表者」という。）は、集積所を設置し、

又は変更しようとする場合は、当該集積所を利用する者（以下「利用者」という。）を集積所

設置（変更）申込書（第２６号様式）に記載し、市長に申し込むものとする。 

（令和６規則３２・全改） 

（集積所の管理） 

第２２条の２ 前条の代表者は、設置又は変更した集積所の清潔を保持し、並びに市が行う収

集、運搬及び処分に困難が生じないよう適正に管理しなければならない。 

２ 市長は、集積所が適正に管理されていないと認めるときは、当該集積所の代表者に対し

て、注意、指導又は警告を書面により行うものとする。ただし、注意にあっては口頭により行

うことができる。 

３ 市長は、前項の注意によっても集積所が適正に管理されていないと認めるときは、当該注

意を受けた代表者に指導を行うものとする。 

４ 市長は、前項の指導によっても集積所が適正に管理されていないと認めるときは、当該指

導を受けた代表者に警告を行うものとする。 

５ 前３項の規定にかかわらず、市長は、集積所の代表者を確知することができない場合は、

当該集積所の利用者に対して、注意、指導又は警告を行うものとする。この場合において、注

意、指導又は警告の方法は、集積所に看板を掲示する等の方法により行うものとする。 



（令和４規則２・追加） 

（一般廃棄物の運搬の指示） 

第２３条 市長は、常時１日平均１０キログラム以上又は一時に１００キログラム以上の一般

廃棄物を生ずる占有者等に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することが

できる。 

（平成２３規則６・旧第１８条繰下、平成２９規則２５・旧第２１条繰下、令和元規則２２・

旧第２２条繰下） 

（補則） 

第２４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

（平成２３規則６・旧第２０条繰下・一部改正、平成２９規則２５・旧第２２条繰下、令和元

規則２２・旧第２３条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の海老名市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりな

された処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の海老名市廃棄物の減量化、資源

化、適正処理等に関する規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成５年７月２３日規則第１５号） 

この規則は、平成５年７月２３日から施行する。 

附 則（平成６年３月１１日規則第６号） 

１ この規則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行前に改正前の規則の規定により提出された申請書等は、この規則による改

正後の規則の規定によるものとみなす。 

附 則（平成９年３月２４日規則第９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１５年２月２６日規則第５号） 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則（平成１５年８月１５日規則第２７号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則第１

４条第３項及び第４項の規定は、平成１５年１０月１日以降に海老名市に粗大ごみの収集運搬

を依頼した場合の手数料の納付等から適用し、同日前に粗大ごみの収集運搬を依頼した場合の

手数料の納付等については、なお従前の例による。 

附 則（平成１５年１１月１８日規則第３４号） 

この規則は、平成１５年１２月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２８日規則第１３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則



の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の規則になされた処

分、手続きその他の行為とみなす。 

附 則（平成２３年３月２３日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行前に改正前の海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則

の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の海老名市廃棄物の減量化、資源

化、適正処理等に関する規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則（平成２４年３月２８日規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第１７条第２項の規定は、平成２４年４月１日以後に行う収集、

運搬及び処分に係る処理手数料から適用し、同日前に行った収集、運搬及び処分に係る処理手

数料については、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第１３号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年１０月３日規則第２５号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２９年１２月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の

日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の海老名市廃棄物の減量化、資源化、適正処理等に関する規則の規

定は、この規則の施行の日以後に粗大ごみ収集の申込み又は粗大ごみの搬入があったものから

適用し、同日前に粗大ごみ収集の申込みがあったものについては、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ この規則による改正後の粗大ごみ収集の申込み及び粗大ごみの搬入に係る準備行為は、こ

の規則の施行の日前においても、行うことができる。 

附 則（令和元年５月７日規則第２２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年９月３０日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に市が収集した一般廃棄物に係る処理手数料については、なお従前

の例による。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の第２４号様式及び第２５号様式による用紙

で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

（準備行為） 

４ この規則による改正後の指定収集袋処理手数料の徴収、指定収集袋の交付その他の準備行

為は、この規則の施行の日前においても、行うことができる。 

附 則（令和３年６月３０日規則第２１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年７月１日から施行する。 



（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に行われているこの規則による改正前のそれぞれの規則（以下

「旧規則」という。）に規定する様式による申請その他の行為（以下この項において「申請等

の行為」という。）は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する相当様式による申

請等の行為とみなす。 

３ 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、

必要な調整をして使用することができる。 

４ この規則の施行前に、旧規則の規定により作成された文書の効力については、なお従前の

例による。 

附 則（令和３年１２月１３日規則第３３号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日か

ら施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第１８条第１項第２号の規定は、この規則の施行の日以後に行っ

たし尿等の処理に係る処理手数料の徴収について適用し、同日前に行ったし尿等の処理に係る

処理手数料の徴収については、なお従前の例による。 

（準備行為） 

３ この規則による改正後の処理手数料の徴収、し尿等収集シールの交付その他の準備行為

は、この規則の施行の日前においても行うことができる。 

附 則（令和４年３月１７日規則第２号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の第２６号様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和６年４月２５日規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年１１月１９日規則第３２号） 

この規則中、第１８条第１項第３号の改正規定は令和７年２月１日から、第１９条第４項の改

正規定、第２２条の改正規定及び別表を別表第１とし、同表の次に１表を加える改正規定は同

年４月１日から、その他の規定は公布の日から施行する。 

別表第１（第１１条の３関係） 

（令和元規則２２・追加、令和６規則３２・旧別表・一部改正） 

指定収集袋の処理手数料の額 

指定収集袋の種類 容量 処理手数料の額 

５リットル袋 容量５リットル相当 １袋当たり１０円 

１０リットル袋 容量１０リットル相当 １袋当たり２０円 

２０リットル袋 容量２０リットル相当 １袋当たり４０円 

４０リットル袋 容量４０リットル相当 １袋当たり８０円 

別表第２（第１９条関係） 

（令和６規則３２・追加） 

処理手数料の免除額に相当する指定収集袋の容量 



世帯人数 容量（燃やせるごみ） 容量（燃やせないごみ） 

１人 容量６００リットル相当 容量２５リットル相当 

２人又は３人 容量１，２００リットル相当 容量５０リットル相当 

４人以上 容量２，４００リットル相当 容量１００リットル相当 

 

 

改正 平成５年７月２３日規則第１５号 

平成６年３月１１日規則第６号 

平成９年３月２４日規則第９号 

平成１５年２月２６日規則第５号 

平成１５年８月１５日規則第２７号 

平成１５年１１月１８日規則第３４号 

平成１８年３月２８日規則第１３号 

平成２３年３月２３日規則第６号 

平成２４年３月２８日規則第６号 

平成２８年３月３１日規則第１３号 

平成２９年１０月３日規則第２５号 

令和元年５月７日規則第２２号 

令和３年６月３０日規則第２１号 

令和３年１２月１３日規則第３３号 

令和４年３月１７日規則第２号 

令和６年４月２５日規則第１７号 

令和６年１１月１９日規則第３２号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（３） 海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例 

平成１１年４月８日 

条例第１９号 

 

改正 平成３０年１２月１８日条例第４８号（題名改称） 

目次 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 禁止行為（第９条・第９条の２） 

第３章 美化推進重点地区（第１０条―第１２条） 

第３章の２ 路上喫煙禁止地区（第１２条の２・第１２条の３） 

第３章の３ 美化推進員（第１３条） 

第４章 自動販売機の設置届出等（第１４条―第２１条） 

第５章 雑則（第２２条―第２７条） 

第６章 罰則（第２８条―第３２条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、まちの美化について、海老名市、市民等及び事業者の責務を明らかにする

とともに、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止、路上喫煙の防止並びに資源化が可能な物の回

収その他必要な事項を定めることにより、清潔なまちをつくり、かつ、資源の有効活用を促進

することを目的とする。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 空き缶等 飲料、食料を収納していた缶、びんその他の容器をいう。 

(２) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する

空き缶等以外の物をいう。 

(３) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。 

(４) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。 

(５) 喫煙 たばこを吸うこと又はたばこに火を付けて所持することをいう。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

（海老名市の責務） 

第３条 海老名市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並び

に空き缶等の資源化の促進に関する総合的な施策を実施しなければならない。 

２ 海老名市は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並びに空き缶等の資源化について、市民等

及び事業者に対して意識の啓発を図り、その自主的な活動の支援に努めなければならない。 

（市民等の責務） 

第４条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等及び吸い殻等を持ち帰り、又は適切な回収容

器（空き缶等を回収するための容器をいう。以下同じ。）、吸い殻入れ等に収納しなければな

らない。 

２ 市内に居住する者は、その居住する地域において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止並び

に資源化に関する実践活動に積極的に参加するよう努めなければならない。 

３ 市民等は、この条例の目的を達成するため、海老名市が実施する施策に協力しなければなら



ない。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、事業所及びその周辺その他事業活動を行う地域において、空き缶等及び吸い

殻等の散乱の防止並びに清掃活動の充実等に努めなければならない。 

２ 飲料、たばこその他のごみの散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工、販売等を行う

者は、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止について、消費者に対する意識の啓発その他必要な

措置を講じなければならない。 

３ 自動販売機により飲料を販売する者は、空き缶等の回収及び資源化について必要な措置を講

じなければならない。 

４ 事業者は、この条例の目的を達成するため、海老名市が実施する施策に協力しなければなら

ない。 

（喫煙者の責務） 

第６条 市民等は、歩行中の喫煙をしないよう努めるとともに、屋外で喫煙する場合は、携帯用

吸い殻入れを携行するよう努めなければならない。 

（飼い主の責務） 

第７条 市民等は、その飼養し、又は保管する犬などの愛がん動物を屋外で運動させる場合は、

そのふんを処理するための用具を携行し、適切なふんの処理をしなければならない。 

（土地所有者等の責務） 

第８条 土地を所有し、占有し、又は管理する者（以下「土地所有者等」という。）は、その所

有し、占有し、又は管理する土地に空き缶等及び吸い殻等が捨てられないために、必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

２ 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、海老名市が実施する施策に協力しなけれ

ばならない。 

第２章 禁止行為（平成３０条例４８・一部改正） 

（投棄の禁止） 

第９条 何人も、道路、広場、公園、河川その他の公共の場又は他人が所有し、占有し、又は管

理する土地に空き缶等及び吸い殻等をみだりに捨て、及び自己が飼養し、又は保管する犬など

の愛がん動物のふん等で汚してはならない。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

（喫煙の禁止） 

第９条の２ 何人も、第１２条の２第１項の規定により指定された路上喫煙禁止地区において、

喫煙をしてはならない。ただし、当該区域内における自動車（道路交通法（昭和３５年法律第

１０５号）第２条第１項第９号に規定する自動車（同法第３条に規定する大型自動二輪車及び

普通自動二輪車を除く。）をいう。）の車内及び市長が別に定める場所においては、この限り

ではない。 

（平成３０条例４８・追加） 

第３章 美化推進重点地区（平成３０条例４８・一部改正） 

（美化推進重点地区の指定） 

第１０条 市長は、空き缶等及び吸い殻等の散乱を防止し、まちの美化を推進することが特に必

要と認められる地区を美化推進重点地区として指定することができる。 

２ 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。 

（美化推進重点地区の変更等） 

第１１条 市長は、必要があると認めるときは、美化推進重点地区を変更し、又はその指定を解



除することができる。 

２ 前条第２項の規定は、美化推進重点地区を変更し、又は指定を解除する場合について準用す

る。 

（施策の重点実施） 

第１２条 市長は、美化推進重点地区において、空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に関する施

策を重点的に実施するものとする。 

第３章の２ 路上喫煙禁止地区 

（路上喫煙禁止地区の指定） 

第１２条の２ 市長は、公共の場における路上喫煙を防止するため、特に必要と認められる地区

を路上喫煙禁止地区として指定することができる。 

２ 前項の指定は、その区域を告示することにより行うものとする。 

（平成３０条例４８・追加） 

（路上喫煙禁止地区の変更等） 

第１２条の３ 市長は、必要があると認めるときは、路上喫煙禁止地区を変更し、又はその指定

を解除することができる。 

２ 前条第２項の規定は、路上喫煙禁止地区を変更し、又は指定を解除する場合について準用す

る。 

（平成３０条例４８・追加） 

第３章の３ 美化推進員（平成３０条例４８・章名追加） 

（美化推進員） 

第１３条 市長は、次に掲げる事項を行わせるため、美化推進員を任命することができる。 

(１) 美化推進重点地区内の空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止に係る啓発、指導等に関する

こと。 

(２) 路上喫煙禁止地区内での喫煙の禁止に係る啓発、勧告、命令等に関すること。 

２ 美化推進員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

第４章 自動販売機の設置届出等 

（自動販売機の設置届出） 

第１４条 市内において、自動販売機（規則で定める自動販売機を除く。以下同じ。）により飲

料を販売しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け

出なければならない。 

(１) 氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在

地） 

(２) 自動販売機の設置場所 

(３) 回収容器の設置場所及び管理方法 

(４) 回収された空き缶等の資源化等の方法 

(５) 第２０条第１項に規定する散乱防止責任者の氏名 

(６) その他規則で定める事項 

２ この条例の施行の日において、市内で自動販売機により現に飲料を販売している者は、当該

自動販売機ごとに、同日から６０日以内に、前項に規定する事項を市長に届け出なければなら

ない。 

（変更等の届出） 

第１５条 前条の規定による届出をした者（以下「届出者」という。）は、当該届出に係る事項



（前条第１項第１号及び第５号に掲げる事項を除く。）を変更しようとするときは、あらかじ

め、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、

この限りでない。 

２ 届出者は、当該届出に係る前条第１項第１号又は第５号に掲げる事項に変更があったとき、

又は当該届出に係る自動販売機を廃止したときは、その日から３０日以内にその旨を市長に届

け出なければならない。 

（承継） 

第１６条 届出者から当該届出に係る自動販売機を譲り受け、又は借り受けて、当該自動販売機

により飲料を販売する者は、当該届出者の地位を承継する。 

２ 届出者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合

併により設立された法人は、当該届出者の地位を承継する。 

３ 前２項の規定により届出者の地位を承継した者は、その承継があった日から３０日以内に、

その旨を市長に届け出なければならない。 

（届出済証） 

第１７条 市長は、第１４条、第１５条第２項（廃止の場合を除く。）又は前条第３項の規定に

よる届出があったときは、当該届出をした者に対し、届出済証を交付するものとする。 

２ 前項の規定により届出済証の交付を受けた者は、当該届出に係る自動販売機の見やすい箇所

に、当該届出済証をはり付けておかなければならない。 

３ 第１項の届出済証の交付を受けた者は、当該届出済証を亡失し、汚損し、又はき損したとき

は、その事実を知った日から１５日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。 

４ 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して届出済証を再交

付するものとする。この場合において、再交付された届出済証の取扱いについては、第２項の

規定を準用する。 

（回収容器の設置及び管理） 

第１８条 自動販売機により飲料を販売する者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置

し、これを適正に管理しなければならない。 

２ 前項の規定により、回収容器を設置した者は、回収した空き缶等の資源化に努めなければな

らない。 

（啓発シールのはり付け） 

第１９条 自動販売機によりたばこを販売する者は、吸い殻等の散乱の防止に関する消費者の意

識を啓発するため、当該自動販売機ごとに、市長が交付する啓発シールを、見やすい箇所には

り付けておかなければならない。 

（散乱防止責任者の選任） 

第２０条 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、当該自動販売機ごとに散乱防止責

任者を選任しなければならない。 

２ 散乱防止責任者は、当該自動販売機に設置されている回収容器を適正に管理し、当該自動販

売機周辺の清潔を保持するため、必要な措置を講じなければならない。 

３ 自動販売機により飲料又はたばこを販売する者は、第１７条第１項若しくは第４項の規定に

よる届出済証又は前条の規定による啓発シールに、第１項の規定により選任した散乱防止責任

者の氏名及び連絡先を記載しなければならない。 

（空き缶等の資源化計画書の提出） 

第２１条 規則で定める台数以上の自動販売機により飲料を販売する者は、第１８条第１項の規

定により設置した回収容器に回収される空き缶等について、回収及び資源化の実績及び計画



を、規則で定める計画書により、毎年１回、市長に提出しなければならない。 

第５章 雑則 

（勧告） 

第２２条 市長は、第９条の２、第１７条第２項（同条第４項後段により準用する場合を含

む。）、第１８条第１項、第１９条、第２０条又は前条の規定に違反している者に対して、期

限を定めて、各条項に定める措置を講ずるよう勧告することができる。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

（命令） 

第２３条 市長は、第９条の２又は第１８条第１項の規定に違反して前条の勧告を受けた者が、

正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うよう命令するこ

とができる。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

（公表） 

第２４条 市長は、第２２条の規定による勧告を受けた者（第９条の２又は第１８条第１項の規

定に違反して勧告を受けた者を除く。）が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その

旨を公表することができる。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

（報告の徴収等） 

第２５条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し、空き缶等及び吸い殻

等の散乱の防止並びに空き缶等の資源化の促進について、必要な報告を求め、又は指示をする

ことができる。 

（立入調査） 

第２６条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に事業者の事業所、営業所

その他の事業場に立ち入らせ、自動販売機等の事業用施設、帳簿、書類その他の物件を調査さ

せることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを

提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（委任） 

第２７条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。 

第６章 罰則 

第２８条 第２３条の規定による命令に違反した者（第９条の２の規定に違反した者を除く。）

は、１００，０００円以下の罰金に処する。 

（平成３０条例４８・一部改正） 

第２９条 第１４条第１項若しくは第２項、第１５条第１項若しくは第２項（廃止の届出に係る

部分を除く。）又は第１６条第３項による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、５０，０

００円以下の罰金に処する。 

第３０条 第９条の規定に違反した者は、２０，０００円以下の罰金に処する。 

第３１条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は

人の業務に関して、第２８条又は第２９条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、そ

の法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 

第３２条 第２３条の規定による命令に違反した者（第９条の２の規定に違反した者に限る。）

は、２０，０００円以下の過料に処する。 



（平成３０条例４８・追加） 

附 則 

この条例は、平成１１年１０月１日から施行する。ただし、第１０条の規定は、平成１１年７

月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月１８日条例第４８号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３１年５月３１日から施行する。ただし、第１２条の次に１章を加える改

正規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例による改正後の海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例第１２条の２の

規定による路上喫煙禁止地区の指定に係る準備行為及び第１３条第１項の規定による美化推進

員の任命に係る準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

（海老名市環境保全条例の一部改正） 

３ 海老名市環境保全条例（昭和５０年条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう〕略 

  



（４） 海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例施行規則 

平成１１年６月２２日 

規則第１６号 

 

改正 平成３０年１２月２７日規則第４４号 

令和３年６月３０日規則第２１号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例（平成１１年条例第１

９号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める。 

（平成３０規則４４・一部改正） 

（美化推進員証） 

第２条 条例第１３条第２項に規定する美化推進員の身分を示す証明書は、美化推進員証（第１

号様式）とする。 

（届出を要しない自動販売機） 

第３条 条例第１４条第１項に規定する規則で定める自動販売機は、次のとおりとする。 

(１) 自由に立ち入ることができない工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機で、その

関係者以外利用しないもの 

(２) 建物の内部（公衆の用に供する通路その他これに類すると認められるものを除く。）に

設置される自動販売機で、当該建物に立ち入らなければ利用することができないもの 

(３) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機 

（自動販売機の設置届出書等） 

第４条 条例第１４条第１項又は第２項による届出は、自動販売機設置届出書（第２号様式）に

より行わなければならない。 

２ 条例第１５条第１項又は第２項の規定による届出は、自動販売機届出事項変更・使用廃止届

出書（第３号様式）により行わなければならない。 

３ 条例第１６条第３項の規定による届出は、自動販売機設置届出者地位承継届出書（第４号様

式）により行わなければならない。 

（設置届出書記載事項） 

第５条 条例第１４条第１項第６号に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。 

(１) 自動販売機を設置し、又は設置しようとする年月日 

(２) 自動販売機の型式及び製造番号 

(３) 回収容器の材質及び容積 

（軽微な変更） 

第６条 条例第１５条第１項ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次のとおりとす

る。 

(１) 自動販売機の設置場所の変更で、届出に係る場所から５メートル以内におけるもの 

(２) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更 

(３) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの 

(４) その他市長が認める軽微な変更 

（届出済証） 

第７条 条例第１７条第１項又は第４項の規定により届出済証（第５号様式）の交付を受けた者

は、当該届出済証に条例第２０条第３項の規定により散乱防止責任者の氏名及び連絡先を記載



するほか、条例第１４条第１項若しくは第２項、第１５条第２項（廃止の届出に係る部分を除

く。）又は第１６条第３項の規定による届出をした者の氏名及び住所（法人にあっては、その

名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）を記載しなければならない。 

（届出済証の亡失等の届出） 

第８条 条例第１７条第３項の規定による届出は、届出済証亡失・汚損・き損届出書（第６号様

式）により行わなければならない。 

（回収容器の設置及び管理） 

第９条 条例第１８条第１項に規定する規則で定める回収容器の設置及び管理については、次の

とおりとする。 

(１) 回収容器の材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。 

(２) 回収容器の容積は、自動販売機１台につき３０リットル以上であること。 

(３) 自動販売機から５メートル以内で空き缶等の投入に支障のない位置に回収容器を設置す

ること。 

（空き缶等の資源化計画書） 

第１０条 条例第２１条に規定する規則で定める台数は、第３条各号に掲げる場所に設置される

ものを除き、３０台とする。 

２ 条例第２１条に規定する計画書は、空き缶等の資源化計画書（第７号様式）とする。 

３ 前項の空き缶等の資源化計画書は、毎年５月３１日までに提出しなければならない。 

（勧告） 

第１１条 条例第２２条の規定による勧告は、勧告書（第８号様式）により行うものとする。た

だし、条例第９条の２の規定に違反した場合の勧告については、口頭により行うことができ

る。 

（平成３０規則４４・一部改正） 

（命令） 

第１２条 条例第２３条の規定による命令は、命令書（第９号様式）により行うものとする。 

２ 市長は、条例第２３条の規定により命令をしようとするときは、当該命令を受ける者に対し

あらかじめ命令に関する告知・弁明書（第１０号様式）によりその旨を告知し、弁明の機会を

付与しなければならない。 

（平成３０規則４４・一部改正） 

（立入調査員証） 

第１３条 条例第２６条第２項に規定する立入調査をする職員の身分を示す証明書は、立入調査

員証（第１１号様式）とする。 

（平成３０規則４４・一部改正） 

（過料） 

第１４条 市長は、条例第３２条の規定により過料の処分をしようとするときは、当該処分を受

ける者に対しあらかじめ過料に関する告知・弁明書（第１２号様式）によりその旨を告知し、

弁明の機会を付与しなければならない。 

２ 市長は、条例第３２条の規定により過料の処分をするときは、当該処分を受ける者に対し過

料処分通知書（第１３号様式）を交付し、過料を徴収する。 

（平成３０規則４４・追加） 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

（平成平成３０規則４４・旧第１４条繰下） 



附 則 

この規則は、平成１１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２７日規則第４４号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３１年５月３１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に改正前の海老名市まちの美化に関する条例第１７条第２項の規定に

より自動販売機にはり付けている改正前の海老名市まちの美化に関する条例施行規則第７条の

届出済証は、改正後の海老名市路上喫煙の防止及び美化推進に関する条例施行規則第７条の届

出済証とみなす。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前の海老名市まちの美化に関する条例施行規則第

５号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 

附 則（令和３年６月３０日規則第２１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に行われているこの規則による改正前のそれぞれの規則（以下「旧

規則」という。）に規定する様式による申請その他の行為（以下この項において「申請等の行

為」という。）は、この規則による改正後のそれぞれの規則に規定する相当様式による申請等

の行為とみなす。 

３ 旧規則に定める様式に基づいて作成した用紙は、この規則の施行後においても当分の間、必

要な調整をして使用することができる。 

４ この規則の施行前に、旧規則の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例

による。 

  



２ 要綱 

（１） 海老名市きれいなまちづくり事業奨励金の交付に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、きれいなまちづくり事業を行う市内の登録団体に対して、予算の範囲内にお

いて奨励金を交付することについて、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭和 58 年規則第

12号）に定めるもののほか、必要な事項を定める。 

（対象事業） 

第２条 この要綱において、「きれいなまちづくり事業」とは、次の各号のいずれにも該当する活動

を５人以上で行うことをいう。ただし、他の公的助成を受けて行うものを除く。 

(１) 市内の道路、広場等不特定多数の人が往来する公共の場所に散乱するごみの清掃等の美

化活動 

(２) ごみの不法投棄防止のためのパトロール及び監視活動 

(３) ごみの減量化、資源化のための分別及び啓発活動 

（対象団体） 

第３条 奨励金の交付を受けることのできる団体（以下「対象団体」という。）は、きれいなまちづ

くり事業を１月に１回以上行う自治会、老人会、子ども会、ＰＴＡ又はＮＰＯ法人で、次の各号

に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。 

(１) 構成員が１０人以上であること。 

(２) 市内を拠点として活動する団体であること。 

(３) 代表者及び会計責任者が市内に住所を有すること。 

（登録の手続） 

第４条 登録をしようとする団体は、海老名市きれいなまちづくり事業実施団体登録申請書（第１

号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

(１) 団体名簿 

(２) 年間予定表 

(３) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、海老名市きれいなまちづくり事業実施団体登

録適合・不適合決定通知書（第２号様式）により、通知するものとする。 

３ 前項の規定により適合すると認められた団体（以下「登録団体」という。）は、登録内容に変更

が生じたときは、速やかに海老名市きれいなまちづくり事業実施団体登録変更届出書（第３号様

式）を市長に提出しなければならない。 

（登録の有効期間） 

第５条 登録の有効期間は、登録を決定した日から当該年度の３月 31日までとする。 

（登録の取消し等） 

第６条 登録団体は、登録を廃止するときは、速やかに海老名市きれいなまちづくり事業実施団体

登録廃止届出書（第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、登録団体が、第３条に定める登録要件に適合しないと判明したときは、 

登録を取り消すことができる。 

３ 市長は、前項の取消しをしたときは、海老名市きれいなまちづくり事業実施団体登録取消通知

書（第５号様式）により通知するものとする。 

（奨励金の額） 



第７条 奨励金の額は、きれいなまちづくり事業を実施した１月につき 2,000 円とする。 

 （交付申請） 

第８条 奨励金の交付を受けようとする登録団体は、海老名市きれいなまちづくり事業奨励金交付

申請書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

 (１) 活動予定場所の分かる書類 

 (２) その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定による申請は、登録団体となった日から２０日以内又はきれいなまちづくり事業を

実施する前日のいずれか早い日までに行わなければならない。 

 （交付決定及び通知） 

第９条 市長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その適否を決

定し、その旨を海老名市きれいなまちづくり事業奨励金（交付・不交付）決定通知書（第７号様

式）により登録団体に通知する。 

（変更又は中止） 

第１０条 前条に規定する決定を受けた団体（以下「奨励金交付団体」という。）は、やむを得ない

理由により事業を変更又は中止しようとするときは、海老名市きれいなまちづくり事業奨励金変

更・中止申請書（第８号様式）により市長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは承認

し、海老名市きれいなまちづくり事業奨励金変更・中止承認通知書（第９号様式）により奨励金

交付団体に通知する。 

（実績報告）  

第１１条 奨励金交付団体は、事業が完了したときは、海老名市きれいなまちづくり事業奨励金実

績報告書（第１０号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。  

 (１) 活動場所の分かる書類 

 (２) 活動した構成員が５人以上写っている写真及び回収したごみの写真 

 (３) その他市長が必要と認める書類  

２ 前項の規定による報告は、当該年度の３月２０日までに行わなければならない。 

（補助金の額の確定）  

第１２条 市長は、前条の規定による報告があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは

交付すべき奨励金の額を確定し、速やかに海老名市きれいなまちづくり事業奨励金確定通知書

（第１１号様式）により、奨励金交付団体に通知するものとする。  

２ 前項の規定による通知を受けた者は、海老名市きれいなまちづくり事業奨励金交付請求書（第

１２号様式）により、速やかに奨励金の請求をしなければならない。  

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、奨励金を交付する。 

 （交付決定の取消し等）  

第１３条 市長は、奨励金交付団体が次のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に

奨励金が交付されているときは、取り消した額に相当する金額の返還を命ずることができる。  

(１) 偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けたとき。  

(２) 奨励金の交付決定の内容又は条件に違反したとき。  

２ 市長は、前項の規定により取消しを行い奨励金の返還を命ずるときは、海老名市きれいなまち

づくり事業奨励金返還通知書（第１３号様式）により奨励金交付団体に通知するものとする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 



附 則 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 《平成 18年４月１日 制定》 

 《平成 23年４月１日 一部改正》 

 《平成 27年４月１日 一部改正》 

 《令和３年４月１日 一部改正》 

《令和３年５月 25日 一部改正》  



（２） 海老名市生ごみ処理機設置費補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、ごみの減量化対策の一環として、生ごみの堆肥化又は減容化を図る生ごみ

処理機を設置した市民に対し予算の範囲内でその費用の一部を補助することについて、海老名

市補助金等の交付に関する規則（昭和５８年規則第１２号）のほか必要な事項を定める。  

 （定義）  

第２条 この要綱において生ごみ処理機（以下「処理機」という。）とは、一般家庭等から排出

される生ごみを電力で処理し、又は土中等の微生物の活動を利用して分解し、その容量を減少

させ、堆肥化又は減容化する処理機で、次条に掲げる処理機の基準を満たすものをいう。ただ

し、焼却炉を使用するものや圧縮又は脱水等の方法により発生した処理水を家庭配水管（下水

管）等に直接排水するものなど環境に負荷を与えるものは除く。  

 （処理機の基準）  

第３条 前条の処理機の基準は、次のとおりとする。  

(１) 電動式処理機 家庭用電源で稼動可能なもの  

 (２) 非電動式処理機  

  ア 土中又は土中以外の微生物を利用する容器であるもの 

  イ 臭気等の発散、雨水等の流入を防ぐための蓋を備えているもの  

 （補助の対象）  

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる

全ての要件を満たす者とする。  

(１) 市内に住所を有し、現に居住している者 

 (２) 前条に規定する処理機を補助対象者の居住場所又は補助対象者が市内に所有 

し、若しくは管理する土地に設置できる者  

 (３) 海老名市市税条例（平成２９年条例第２５号）第３条に規定する市税を滞納 

していない者  

２ 前条に規定する処理機の補助対象数は、１世帯につき電動式処理機にあっては１台、非電動

式処理機にあっては２台までとする。ただし、処理機について、当該補助を用いて購入後５年

が経過した場合又は市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。  

 （補助金の額）  

第５条 補助金の額は、次に掲げる金額とする。ただし、補助金の算定に当たっては、購入金額に

は使用時に最低限必要な本体と一括購入した基本材、微生物の購入代金及び消費税を含み、運

搬、設置、保証料等の費用は含まないものとする。  

 (１) 電動式処理機 購入金額の４分の３とし、50,000円を限度とする。  

 (２) 非電動式処理機 １台につき購入金額の４分の３とし、１台につき25,000円 

を限度とする。  

２ 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。  

 （交付申請）  

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、生ごみ処理機（電動

式・非電動式）設置費補助金交付申請書（第１号様式）に購入した処理機の領収書の写しを添

えて、市長に申請しなければならない。  

 （交付決定及び通知）  



第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、交付を行うことを決定

したときは、生ごみ処理機（電動式・非電動式）設置費補助金交付決定通知書（第２号様式）

により、交付を行わないことを決定したときは、生ごみ処理機（電動式・非電動式）設置費補

助金交付申請却下決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。  

 （交付請求）  

第８条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、生ごみ処理機

（電動式・非電動式）設置費補助金交付請求書（第４号様式）により、市長に請求しなければ

ならない。  

 （交付）  

第９条 市長は、前条の規定により請求を受けたときは、速やかに補助金を交付する。  

 （設置者の義務）  

第１０条 補助事業者は、その処理機を適正に維持管理し、生ごみを堆肥化又は減容化し、自己

処理しなければならない。  

 （交付決定の取消及び返還）  

第１１条 市長は、補助事業者が虚偽の請求その他不正な行為により補助金の交付を受けようと

し、又は受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し又は既に交付され

た補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。  

 （補則）  

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年８月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱による改正後の第４条の規定は、この要綱の施行の日以後に行った申請について適

用し、同日前に行った申請については、なお従前の例による。 

 

   《平成５年６月１日・制定》  

   《平成７年５月１日・一部改正》  

   《平成９年６月１日・一部改正》  

   《平成１１年７月１日・一部改正》  

   《平成１２年４月１日・一部改正》  

   《平成１３年４月１日・一部改正》  

   《平成１５年４月１日・一部改正》  

   《平成２３年４月１日・一部改正》  

   《平成２６年７月１日・一部改正》 

   《平成２８年１０月１日・一部改正》 

   《令和３年４月１日・一部改正》 

《令和４年７月１日・一部改正》 

   《令和４年８月１日・一部改正》 

  



(３) 海老名市箱型ごみ集積設備購入費補助金交付要綱  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、通行に支障が生じるおそれがあるごみ集積所の維持管理を行いやすくするた

め、ごみ集積所に箱型ごみ集積設備を設置した者に対し予算の範囲内でその費用の一部を補助す

ることについて、海老名市補助金等の交付に関する規則（昭和５８年規則第１２号）に定めるも

ののほか、必要な事項を定める。  

 （補助事業） 

第２条 補助の対象となる事業は、箱型ごみ集積設備を購入する事業とする。 

 （箱型ごみ集積設備の基準）  

第３条 前条の箱型ごみ集積設備の基準は、次に掲げる全てを満たすものとする。  

(１) 一般家庭から排出されたごみを、収集前に一時貯留するもの 

 (２) ごみの飛散及び鳥獣等によるごみの散乱を防ぐ構造であるもの 

 (３) 開口部付きの周囲及び天井が囲われているもので、ごみを収集する際に、内部への進入を

要しないもの 

 (４) 収集が終了するたびに、折りたたみ、かつ、容易に設備の移動ができるもの 

 （補助の要件）  

第４条 補助金の交付を受けることができる団体（以下「補助対象団体」という。）は、第２条の

補助対象事業を行う団体で、次に掲げるものとする。 

(１) 自治会 

 (２) 前号の団体以外の団体で、次に掲げる要件を全て満たす団体 

ア 市内において、ごみ集積所を維持管理し、又は維持管理する予定であること。 

  イ 団体の構成員が、維持管理し、又は維持管理する予定であるごみ集積所を利用しているこ

と。 

  ウ 団体の構成員が４名以上であること。この場合において、団体の構成員は１世帯につき１

名のみとする。 

２ 箱型ごみ集積設備の補助は、現在利用している集積所が通行に支障が生じるおそれの 

あるごみ集積所であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するときに限り、申請を行う 

ことができる。 

(１) 現在利用しているごみ集積所に設置してある設備から、前条の基準に適合する設 

備へ変更するとき 

 (２) 現在利用している集積所から分割し、新たに集積所を設置するとき 

 (３) その他市長が特に必要と認めたとき 

 （補助事業者の責務）  

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助を利用して購入した箱型ごみ集積設備を適

正に維持管理し、ごみ集積所周辺住民に迷惑とならないようごみの飛散及び鳥獣等による散乱の

防止に努めなければならない。 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助を利用して購入した箱型ごみ集積設備を、現在

ごみ集積所利用している全員が適切に利用できるよう必要な措置をとるよう努めなければならな

い。 

 （補助金の額）  

第６条 補助金の額は、購入金額の２分の１とし、20,000円を限度とする。ただし、補助 

金の算定に当たっては、購入金額には使用時に最低限必要な本体と一括購入した基本部品及び消



費税を含み、運搬、設置、保証料等の費用は含まないものとする。  

２ 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるも

のとする。  

 （交付申請）  

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請団体」という。）は、海老名市箱型ごみ集

積設備購入費補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる資料を添えて、市長に申請しなけれ

ばならない。  

 

(１) ごみ集積所利用者名簿兼同意書（第２号様式） 

 (２) ごみ集積所の地図 

 (３) 箱型ごみ集積設備の規格等がわかる書類 

 (４) 事業計画書 

 (５) その他市長が必要と認める書類 

２ 箱型ごみ集積設備の補助は、１つの集積所につき１設備までとする。ただし、当該補 

助を利用した箱型ごみ集積設備の購入後５年を過ぎて買い換えをする場合又は市長が特 

に必要と認めた場合はこの限りでない。 

 （交付決定及び通知）  

第８条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その適否を決定し、その

旨を海老名市箱型ごみ集積設備購入費補助金（交付・不交付）決定通知書（第３号様式）により

申請者に通知するものとする。  

 （変更又は中止）  

第９条 補助金の交付決定を受けた団体（以下「補助事業団体」という。）は、補助内容を変更又

は中止しようとするときは、海老名市箱型ごみ集積設備購入費補助金（変更・中止）承認申請書

（第４号様式）に必要な書類を添えて市長に申請し、市長の承認を受けなければならない。  

２ 市長は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは承認

し、速やかに海老名市箱型ごみ集積設備購入費補助金（変更・中止）承認通知書（第５号様式）

により補助事業団体に通知するものとする。 

（実績報告）  

第１０条 補助事業団体は、補助事業が完了したときは、速やかに海老名市箱型ごみ集積設備購入

費補助金実績報告書（第６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならな

い。  

 (１) 収支清算書 

(２) 領収書の写し 

(３) ごみ集積設備設置写真 

 (４) その他市長が必要と認める書類  

 （補助金の額の確定）  

第１１条 市長は、前条の規定による報告があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは

交付すべき補助金の額を確定し、速やかに海老名市箱型ごみ集積設備購入費補助金確定通知書

（第７号様式）により、補助事業団体に通知するものとする。  

２ 前項の通知を受けた者は、海老名市箱型ごみ集積設備購入費補助金交付請求書（第８号様式）

により、速やかに補助金の請求をしなければならない。  

３ 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。  

 （交付決定の取消し等）  



第１２条 市長は、補助事業団体が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の

全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補

助金が交付されているときは、取り消した額に相当する金額の返還を命ずることができる。  

(１) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。  

(２) 補助金を他の用途に使用したとき。  

(３) 補助金の交付決定の内容又は補助条件に違反したとき。  

(４) 本要綱の内容に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により取消しを行い補助金の返還を命ずるときは、海老名市箱型ごみ集積

設備購入費補助金返還通知書（第９号様式）により補助事業者に通知するものとする。  

 （補則）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

 

 

   附 則  

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

  



(４) 海老名市事業系ごみ減量化に係る支援等に関する要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内事業者による事業系ごみ減量化の促進を図るための支援策等について必

要な事項を定める。 

 （支援対象事業） 

第２条 市内事業者による事業系ごみ減量化のための支援は、次のとおりとする。 

(１) 家庭用生ごみ処理機貸出事業 

 (２) 家庭用生ごみ処理機購入費補助事業 

 (３) 優良取組事例認定事業 

 （家庭用生ごみ処理機貸出事業） 

第３条 前条第１号に規定する家庭用生ごみ処理機貸出事業において、家庭用生ごみ処理機（電

力により機械的に容器内部の生ごみをかくはんさせ、生ごみを減量化する処理機をいう。同条

において同じ。）の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(１) 市内に事業所（事業活動が行われる一定の場所）を有する者（営利を目的として生ごみの

減量化に係る事業を営む者を除く。） 

(２) 家庭用生ごみ処理機の設置場所を確保し、貸与期間中、適正に利用できる者 

(３) 市の指定した場所において、家庭用生ごみ処理機の引渡し等が行うことができる者 

(４) 市長が別に実施するアンケート調査等に協力できる者 

２ 家庭用生ごみ処理機の貸与台数、貸与期間、貸与回数及び貸与に係る費用は、次のとおりと

する。 

(１) 貸与台数 １事業所につき３台まで 

(２) 貸与期間 ３か月以内 

(３) 貸与回数 年度２回以内 

(４) 貸与に係る費用 無償とする。ただし、処理機の引取り及び返却並びに貸与期間中の維

持管理に要する一切の経費は、利用者の負担とする。 

３ 家庭用生ごみ処理機の貸与を受けようとする者（以下「貸与申請者」という。）は、海老名市

家庭用生ごみ処理機貸与申請書（第１号様式）により市長に申請しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、これを審査し、その結果を海老名市家庭用生

ごみ処理機貸与承認（不承認）通知書（第２号様式）により貸与申請者に通知するものとする。

ただし、家庭用生ごみ処理機を損傷するおそれがあると認めるとき又はその他市長が不適当と認

めるときは、貸出しを行わないものとする。 

５ 前項の規定による承認を受けた者（以下「利用者」という。）は、家庭用生ごみ処理機を借用

する際は、海老名市家庭用生ごみ処理機貸出物品受領書（第３号様式）を市長に提出しなければ

ならない。 

６ 第４項の規定による承認を受けた者は、家庭用生ごみ処理機の利用に当たって、次に掲げる事

項を遵守しなければならない。 

(１) 家庭用生ごみ処理機を他の目的で利用しないこと。 

(２) 家庭用生ごみ処理機の形状を変え、又は改造しないこと。 

(３) 家庭用生ごみ処理機を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供しないこと。 

(４) 善良な管理者の注意をもって良好な状態で維持管理すること。 

７ 利用者は、貸与期間中に次の各号に掲げる事由があると認めるときは、次の各号に定めるとこ

ろにより、対応しなければならない。 



 (１) 家庭用生ごみ処理機に亡失、破損、故障等の事故が発生したとき 海老名市家庭用生ごみ

処理機事故報告書（第４号様式）により市長へ報告 

 (２) 前号の事故が自らの責めに帰すべき事由によるものであるとき 家庭用生ごみ処理機に発

生した損害に対する市への賠償 

８ 市長は、利用者がこの要綱に違反したときは貸与の承認を取り消すことができるものとし、当

該取消しによって利用者に損害が生じても、その責めを負わない。 

９ 利用者は、次のいずれかに該当するときは、速やかに家庭用生ごみ処理機を返却しなければな

らない。 

(１) 第１項各号に掲げる要件を満たさなくなったとき 

(２) 第６項の規定に違反したとき 

(３) 貸与期間が満了したとき 

 （家庭用生ごみ処理機購入費補助事業） 

第４条 第２条第２号に規定する家庭用生ごみ処理機購入費補助事業において、補助の対象とな

る家庭用生ごみ処理機（生ごみを電力で処理し、又は土中等の微生物の活動を利用して分解

し、その容量を減少させ、堆肥化又は減容化する処理機をいう。同条において同じ。）は、次

のとおりとする。ただし、焼却炉を使用するものや圧縮又は脱水等の方法により発生した処理

水を家庭配水管（下水管）等に直接排水するものなど環境に負荷を与えるものは除く。 

(１) 電動式家庭用生ごみ処理機 家庭用電源で稼働可能なもの 

(２) 非電動式家庭用生ごみ処理機 

ア 土中又は土中以外の微生物を利用する容器であるもの 

  イ 臭気等の発散、雨水等の流入を防ぐための蓋を備えているもの 

２ 家庭用生ごみ処理機購入費補助事業における、補助金の交付を受けることができる者（以下

「補助対象者」という。）は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。 

(１) 市内に事業所を有する者  

(２) 家庭用生ごみ処理機を補助対象者の事業所又は補助対象者が市内に所有し、若しくは管

理する 

土地に設置できる者 

(３) 海老名市市税条例（平成２９年条例第２５号）第３条に規定する市税を滞納していない

者  

３ 前項に規定する処理機の補助対象数は、１事業者つき電動式家庭用生ごみ処理機にあっては

３台、非電動式家庭用生ごみ処理機にあっては２台までとする。ただし、家庭用生ごみ処理機

について、当該補助を用いて購入後５年が経過した場合又は市長が特に必要と認めた場合は、

この限りでない。 

４ 補助金の金額は、次に掲げる金額とし、補助金の算定に当たっては、運搬、設置、保証料等

の費用は含まないものとする。なお、算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

(１) 電動式家庭用生ごみ処理機 １台につき家庭用生ごみ処理機本体の購入金額（消費税を含

む。）の４分の３とし、１台につき50,000円を限度とする。  

(２) 非電動式家庭用生ごみ処理機 １台につき家庭用生ごみ処理機本体の購入金額（消費税を

含む。）の４分の３とし、１台につき25,000円を限度とする。  

５ 補助金の交付を受けようとする者（以下「補助申請者」という。）は、海老名市家庭用生ごみ

処理機（電動式・非電動式）購入費補助金交付申請書（第５号様式）に購入した処理機の領収書

の写しを添えて、市長に申請しなければならない。 



６ 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その適否を決定し、その旨を

家庭用生ごみ処理機（電動式・非電動式）購入費補助金交付（不交付）決定通知書（第６号様

式）により申請者に通知するものとする。 

７ 前項の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、家庭用生ごみ処理機設

置費補助金交付請求書（第７号様式）により、速やかに市長に補助金の請求をしなければならな

い。 

８ 補助事業者は、その家庭用生ごみ処理機を適正に維持管理し、生ごみを堆肥化又は減容化し、

自己処理しなければならない。 

９ 市長は、補助事業者が虚偽の請求その他不正な行為により補助金の交付を受けようとし、又

は受けたことが明らかになったときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付された補

助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

 （優良取組事例認定事業） 

第５条 市長は、市内事業所において、事業所内の事業系ごみ適正排出及び減量化を促進するた

めの取組について、優良取組事例として認定することができる。 

（補則） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は令和４年８月１日から施行する 

  



３ 一般廃棄物処理業許可業者一覧 

(一般廃棄物収集運搬業者) 

業 者 名 所 在 地 取扱い廃棄物 

㈱ ジェーシー 海老名市河原口２-１-２ 
一般廃棄物 

(浄化槽汚泥) 

㈱ 神奈中
かなちゅう

商事
しょうじ

 
平塚市東八幡３－１５－３(本社) 

海老名市泉２-１２-１３(事業所) 
一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 日環
ニッカン

 
座間市東原３-１５-７(本社) 

座間市栗原１０８０-５ (営業所) 
一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 共栄商社
キョウエイショウシャ

 藤沢市打戻２０７３ 一般廃棄物(ごみ) 

  相模原紙業
サガミハラシギョウ

㈱ 
相模原市中央区南橋本１-１８-１５(本社) 

愛川町中津６８１７(事業所) 
一般廃棄物(ごみ) 

  富士見産業
フジミサンギョウ

㈱ 
海老名市本郷２２７４ 

富士フイルムビジネスイノベーション㈱構内 
一般廃棄物(ごみ) 

  東洋
トウヨウ

興業
コウギョウ

㈱ 
横浜市神奈川区羽沢南２-３８-１(本社) 

大和市深見３８１０(大和支社) 
一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 須藤
スドウ

商事
ショウジ

 海老名市国分北３-１５-２(本社) 一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 長澤
ナガサワ

商事
ショウジ

 厚木市金田９９６(本社) 一般廃棄物(ごみ) 

  神奈川
カナガワ

美
ビ

研
ケン

工業
コウギョウ

㈱ 横浜市泉区和泉町７８５８(本社) 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 杉山
スギヤマ

商店
 ショウテン

 横浜市南区日枝町５-１２７(本社) 一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 賀
ガ

頌
ショウ

 海老名市本郷１５７０-１(本社) 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 県央
ケンオウ

資源
シゲン

センター 綾瀬市早川３０８５ 一般廃棄物(ごみ) 

  旭総業
アサヒソウギョウ

㈱ 海老名市国分寺台２-６-１８(本社) 一般廃棄物(ごみ) 

  中央カンセー
チュウオウ

㈱ 厚木市恩名１-１１-３１ 一般廃棄物(ごみ) 

  和興建清㈱
ワコウケンセイ

 大和市上草柳３-１６-２７ 一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 冨
フ

美
ミ

商事
ショウジ

 海老名市上河内１-５ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ タズミ 綾瀬市吉岡７０９ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 山室
ヤマムロ

 海老名市東柏ケ谷１-２８-１８(厚木支店) 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ ＩＷＤ 海老名市大谷北２-１-４６ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 佐川
サガワ

商事
ショウジ

 横浜市瀬谷区相沢１-１７-１ 一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 三和
サンワ

商事
ショウジ

 横浜市戸塚区深谷町１９３８-１３         一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 千田
チダ

商店
ショウテン

 海老名市中野３-２０-１６ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 東亜
トウア

環境
カンキョウ

ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 海老名市杉久保南５-１６-１２ 一般廃棄物(ごみ) 



業 者 名 所 在 地 取扱い廃棄物 

  清水
シミズ

商事
ショウジ

 海老名市泉２-２-３５ 一般廃棄物(ごみ) 

  KYS サービス 厚木市まつかげ台４－１ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ アオイ 厚木市水引１-４-６ 一般廃棄物(ごみ) 

  山﨑
ヤマザキ

商事
ショウジ

㈱ 
綾瀬市寺尾北１-１４-１７(本社) 

海老名市本郷字下星谷３５０２-１ 
一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 柏村
カシムラ

商店
ショウテン

 相模原市中央区陽光台７-８-１１ 一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 清川
キヨカワ

商店
ショウテン

 座間市入谷東１-５-９ 一般廃棄物(ごみ) 

㈲ アオキ自動車
ジドウシャ

 海老名市河原口２-２２-２６ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ 武相
ブソウ

金属
キンゾク

 藤沢市用田２６５６ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ クリーンサービス 平塚市大神８－１９－３５ 一般廃棄物(ごみ) 

㈲ 青木
アオキ

商店
ショウテン

 平塚市中堂１５-１２ 一般廃棄物(ごみ) 

  神奈川環境
カナガワカンキョウ

開発
カイハツ

㈱ 平塚市中堂１６-１１ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ グリーントーカーズ 海老名市本郷４８７-１ 
一般廃棄物 

(木くず・生木・生草) 

㈱ 紺野
コンノ

企業
キギョウ

 綾瀬市深谷上８-６-２４(綾瀬第一工場) 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ カネダ 
藤沢市鵠沼神明３-９-３(本社) 

茅ヶ崎市堤字東原１１３２-１ 
一般廃棄物(ごみ) 

  
ベストトレーディング

㈱ 
厚木市金田１１４１-３ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ アクト・エア 愛川町角田３６６７ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ タカチホ産業
サンギョウ

 相模原市南区上鶴間本町５-２６-５ 一般廃棄物(ごみ) 

  カナキン㈱ 
伊勢原市小稲葉１１４５番地の１ 

(伊勢原営業所) 
一般廃棄物(ごみ) 

 
エコリンクイノベーシ

ョン㈱ 
横浜市中区山下町 70-13 一般廃棄物(ごみ) 

  優成
ユウセイ

サービス㈱ 海老名市国分南１-２７-２８ 一般廃棄物(ごみ) 

  武田商事
タケダショウジ

㈱ 綾瀬市早川２６０５番３０ 一般廃棄物(ごみ) 

㈱ WONDER１９９６ 相模原市中央区田名４３３７－１ 一般廃棄物(ごみ) 

  護
 ゴ

美
 ミ

屋
ヤ

 海老名市下今泉２-２-２-１１１２ 一般廃棄物(ごみ) 

(一般廃棄物処分業者) 

業 者 名 所 在 地 取扱い廃棄物 

㈱ タズミ 
綾瀬市吉岡７０９(本社)                   

海老名市上郷４-２-８(海老名工場) 
一般廃棄物(ごみ) 

  



４ 各種取扱店舗一覧(指定収集袋、粗大ごみシール、し尿シール) 

No 取扱店名 所在地 
指定 

収集袋 

粗大ごみ 

シール 

し尿 

シール 

１ みのわ酒店 東柏ケ谷１－４－１９ ○     

２ Café くろすぽいんと 
東柏ケ谷１－６－１２ 

大貫ビル１Ｆ１０４ 
○ 

    

３ ファミリーマート海老名東柏ヶ谷店 東柏ケ谷１－１４－３２ ○ ○   

４ ウエルシア海老名東柏ケ谷店 東柏ケ谷１－２９－３１ ○     

５ ヤマナ薬局 東柏ケ谷２－１２－４１ ○     

６ セブンイレブン海老名東柏ヶ谷二丁目店 東柏ケ谷２－２３－４ ○     

７ ファミリーマート相鉄さがみ野駅店 東柏ケ谷２－３０－３１ ○     

８ そうてつローゼンさがみ野店 東柏ケ谷３－３－１５ ○     

９ ハックドラッグさがみ野店 東柏ケ谷３－３－１５ ○     

１０ セブンイレブン海老名東柏ヶ谷四丁目店 東柏ケ谷４－１１－２１ ○ ○ ○ 

１１ スギドラッグ海老名東柏ケ谷店 東柏ケ谷４－１２－４ ○     

１２ ローソン海老名東柏ケ谷四丁目店 東柏ケ谷４－１２－６ ○ ○   

１３ ドラッグストアマツモトキヨシさがみ野店 東柏ケ谷５－１４－６ ○     

１４ マルエツさがみ野店 東柏ケ谷５－１４－６ ○     

１５ ローソンスリーエフ海老名東柏ヶ谷六丁目店 東柏ケ谷６－２１－２１ ○ ○   

１６ セブンイレブン海老名柏ヶ谷店 柏ケ谷４－１３－１ ○ ○   

１７ フラワーランド海老名店 柏ケ谷４－１２－１ ○     

１８ そうてつローゼンかしわ台店 柏ケ谷３－６－４３ ○     

１９ クリエイトエス・ディーかしわ台スクエア店 柏ケ谷３－６－３ ○     

２０ ウェルパーク海老名かしわ台店 柏ケ谷３－９－７ ○     

２１ セブンイレブン海老名かしわ台駅前店 柏ケ谷３－１－１１ ○ ○   

２２ ローソン海老名かしわ台店 柏ケ谷１－２３－３ ○ ○   

２３ ファミリーマート相鉄かしわ台駅店 柏ケ谷１－１－１ ○ ○   

２４ スギドラッグ 海老名中央店 柏ケ谷４－１２－２ ○     

２５ ローソン海老名上今泉店 上今泉２－２－３３ ○ ○   

２６ ローソン海老名上今泉二丁目店 上今泉２－９－９ ○ ○   

２７ ハックドラッグ海老名上今泉店 上今泉３－１－１ ○     

２８ ユーコープミアクチーナ上今泉店 上今泉３－１－６ ○     

２９ 業務スーパー海老名店 上今泉５－２７－３７ ○     

３０ ファミリーマート海老名下今泉店 下今泉１－８－３５ ○ ○   

３１ ＤＣＭくろがねや海老名下今泉店 下今泉２－２－３ ○     

３２ セブンイレブン今泉店 下今泉３－１－１ ○ ○   

３３ ローソンストア１００海老名下今泉三丁目店 下今泉３－５－１ ○     

３４ スーパー生鮮館ＴＡＩＧＡ海老名下今泉店 下今泉５－３－７ ○     

３５ ローソン海老名上郷店 上郷１－１７－４３ ○ ○   

３６ ローソンスリーエフ海老名駅東店 泉１－１－６ ○ ○   

３７ 有限会社御幸 泉１－３－１７ ○     

３８ クリエイトエス・ディー海老名泉店 泉２－５－１ ○     

３９ ローソン海老名駅西口店 扇町３－３ ○ ○   

４０ トモズららぽーと海老名店 
扇町１３－１ 

ららぽーと海老名１Ｆ 
○ 

    

４１ エビナ文具 国分北１－４－１８ ○     

４２ クリエイトエス・ディー海老名国分北店 国分北２－７－１２ ○     

４３ 尾山洋品店 国分北２－１５－１１ ○     

４４ 本と文具 有限会社オガワ 国分北２－１７－１ ○     



No 取扱店名 所在地 
指定 

収集袋 

粗大ごみ 

シール 

し尿 

シール 

４５ 本多畳店(葵製畳) 国分北３－１５－２０ ○     

４６ ローソン海老名国分北四丁目店 国分北４－８－２７ ○ ○   

４７ 上州屋精肉店 国分南１－１５－２３ ○     

４８ 有限会社半澤商店 国分南１－１６－２６ ○     

４９ かんばら酒米店 国分南３－５－３１ ○     

５０ セブンイレブン海老名国分南店 国分南４－１３－３ ○ ○   

５１ ローソンビナガーデンズ店 めぐみ町５－１ ○ ○   

５２ スギドラッグ海老名駅東店 中央２－８－２９ ○     

５３ ファミリーマート海老名駅東口店 中央１－３－７ ○   

５４ マツモトキヨシ マルイファミリー海老名店 中央１－６－１ ○     

５５ セブンイレブン海老名中央１丁目店 中央１－１２－１８ ○ ○ ○ 

５６ セブンイレブン海老名駅前店 中央１－１５－１ ○ ○ ○ 

５７ ローソン海老名中央一丁目店 中央１－１７－５２ ○ ○   

５８ イオン海老名店 中央２－４－１ ○     

５９ 海央株式会社 読売センター海老名 中央２－７－２３ ○     

６０ スギドラッグ海老名駅東店 中央２－８－２９ ○   

６１ セブンイレブン海老名中央２丁目店 中央２－１１－９ ○ ○   

６２ ローソン海老名中央二丁目店 中央２－１２－１２ ○ ○   

６３ リカーランドトップ海老名店 中央２－１２－２１ ○     

６４ セブンイレブン海老名中央３丁目店 中央３－１－３４ ○ ○   

６５ ダイエー海老名店 中央３－２－５ ○     

６６ ファミリーマート中央３丁目店 中央３－３－３３ ○ ○   

６７ ローソン厚木駅前店 河原口１－１－７ ○ ○   

６８ クリエイトエス・ディー海老名河原口店 河原口２－８－３０ ○     

６９ セブンイレブン海老名あゆみ橋店 河原口２－１１－１９ ○ ○   

７０ ドラッグストアスマイル海老名河原口店 河原口３－３２－８ ○     

７１ ローソン海老名河原口店 河原口４－４－８ ○ ○   

７２ ローソン海老名河原口五丁目店 河原口５－１７－１ ○ ○   

７３ デイリーヤマザキ圏央海老名インター店 中新田３２８９-４５ ○     

７４ ローソン海老名中新田一丁目店 中新田１－４－５１ ○ ○   

７５ ローソン海老名中新田二丁目店 中新田２－３４－３ ○ ○   

７６ 業務スーパー海老名中央店 中新田１－４－５５ ○     

７７ ふるでん支店 中新田２－１２－３３ ○     

７８ セブンイレブン海老名中新田２丁目店 中新田２－１７－２２ ○ ○   

７９ クリエイトエス・ディー海老名中新田店 中新田２－２２－２７ ○     

８０ セブンイレブン厚木駅前店 中新田３－２－２２ ○ ○   

８１ スーパーなかや海老名店 中新田３－８－９ ○    

８２ ファミリーマート海老名中新田５丁目店 中新田５－１－３ ○ ○   

８３ 島忠ホームズ海老名店 大谷北１－１－１ ○    

８４ セブンイレブン海老名大谷店 大谷北１－４－２１ ○ ○   

８５ 有限会社トゥルース 大谷北２－２－６２ ○    

８６ 有限会社ヤマショウ 大谷北３－８－１９ ○     

８７ ユーコープ大谷店 大谷北４－１－１７ ○     

８８ 読売センター海老名東部 国分寺台２－４－４ ○     

８９ そうてつローゼン海老名店 国分寺台２－４－７ ○     

９０ 三愛薬局 国分寺台２－４－８ ○ ○   

９１ クリエイトエス・ディー海老名今里店 今里２－１５－２３ ○     

９２ ドラッグストアコスモス今里店 今里３－１８－12 ○   



No 取扱店名 所在地 
指定 

収集袋 

粗大ごみ 

シール 

し尿 

シール 

９３ ホエールズマートおおさわ 社家２-１-３ ○ ○  

９４ ファミリーマート海老名運動公園前店 社家３-３-１８ ○ ○  

９５ ビーバープロ海老名店 社家３-１５-２９ ○   

９６ セブンイレブン海老名社家店 社家５-１-１ ○ ○ ○ 

９７ ファミリーマート海老名社家店 社家５-２１-１６ ○ ○  
９８ ローソン海老名社家店 社家６-５-３２ ○ ○  

９９ 海老名トーヨー住器株式会社 杉久保北１－６－２９ ○   
１００ セブンイレブン海老名杉久保北店 杉久保北２－４－２７ ○ ○  
１０１ セブンイレブン海老名杉久保店 杉久保北３－２－２３ ○ ○  
１０２ クリエイトエス・ディー海老名杉久保店 杉久保北４－１－２２ ○   
１０３ 三愛薬局杉久保店 杉久保北４－３－１０ ○ ○  
１０４ そうてつローゼン杉久保店 杉久保北４－３－１４ ○   
１０５ ローソンスリーエフ海老名杉久保店 杉久保南１－５－１９ ○ ○  
１０６ 有限会社藤沢米穀店 杉久保南４－１８－１ ○ ○ ○ 

１０７ 株式会社ダスキンエビナ 大谷南４－２３－２３ ○   

１０８ ミニストップ海老名大谷店 大谷南５－１３－５ ○   

１０９ クリエイトエス・ディー新えびな中野店 中野１－６－３４ ○   
１１０ セブンイレブン海老名中野店 中野２－１１－５２ ○ ○  
１１１ 株式会社建築工房集 門沢橋１－２１－１７ ○   
１１２ セブンイレブン海老名門沢橋店 門沢橋４－８－１ ○ ○  
１１３ ローソンスリーエフ海老名門沢橋六丁目店 門沢橋６－１３－２０ ○ ○  
１１４ ふるでん本店 本郷８７５ ○  

 
１１５ DCM 海老名店 本郷１５６８－１ ○  

 
１１６ フードワン海老名店 本郷１５６８－１ ○  

 
１１７ ローソンスリーエフ海老名本郷五反田店 本郷１７２６－１ ○ ○  
１１８ セブンイレブン海老名本郷店 本郷３２５５－１ ○ ○ ○ 

  １１９ ミニストップ海老名本郷店 本郷４０３７－２ ○   
１２０ ウエルシア座間入谷店 座間市入谷西４－６－５ ○   
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